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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤を備えた遊技台であって、
　前記遊技盤は、遊技領域が設けられたものであり、
　前記遊技盤に設けられたユニット（以下、「盤ユニット」という。）に球通路が設けら
れており、
　前記球通路は、前記遊技領域を流下する遊技球が通過可能に構成された通路であり、
　前記盤ユニットが複数の部品によって構成されており、
　前記複数の部品の一つは、検出手段であり、
　前記球通路は、前記検出手段よりも上流に設けられた球通路であり、
　前記球通路は、第一の開口が設けられた通路であり、
　前記球通路は、第二の開口が設けられた通路であり、
　前記球通路は、第三の開口が設けられた通路であり、
　前記検出手段によって、前記第二の開口を出た遊技球が検出されるように構成されてお
り、
　前記第三の開口が前記第二の開口よりも下流にあるように構成されており、
　前記第一の開口から前記球通路へ進入した遊技球が、前記第二の開口および前記第三の
開口のうちの一方の開口から出るように構成されており、
　前記一方の開口から出た遊技球が、前記第二の開口および前記第三の開口のうちの他方
の開口へ進入しないように構成されており、
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　前記球通路における第一の面と該球通路における第二の面が向かい合うように構成され
ており、
　前記第一の面は、前記第二の面の方向に突出する凸部が設けられた面であり、
　前記第一の面および前記第二の面のうちの一方の面は、前後方向の前方に設けられた面
であり、
　前記第一の面および前記第二の面のうちの他方の面は、前後方向の後方に設けられた面
であり、
　前記一方の面を介して、前記球通路の内部が遊技者から視認可能に構成されており、
　前記球通路に進入した遊技球が前記凸部に接触することにより、遊技球が減速するよう
に構成されており、
　前記第一の面から前記凸部における前記第二の面に近い部位までの長さが遊技球の直径
よりも短い、
ことを特徴とする遊技台。
【請求項２】
　請求項１に記載の遊技台であって、
　前記凸部とは、第一の凸部のことであり、
　前記第二の面は、前記第一の面の方向に突出する第二の凸部が設けられた面であり、
　前記第一の凸部および前記第二の凸部のうちの一方の凸部が他方の凸部よりも下流にあ
るように構成される、
ことを特徴とする遊技台。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の遊技台であって、
　前記第一の開口から進入した遊技球が、前記第二の開口から出る前に前記凸部に接触す
る場合があるように構成され、
　前記第一の開口から進入した遊技球が、前記第三の開口から出る前に前記凸部に接触す
る場合があるように構成される、
ことを特徴とする遊技台。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記複数の部品のうちの一つは、カバーであり、
　前記複数の部品のうちの一つは、ベースであり、
　前記カバーが前記ベースに取付けられることで前記球通路が形成されるように構成され
る、
ことを特徴とする遊技台。
【請求項５】
　請求項４に記載の遊技台であって、
　前記カバーにおける前記ベースに近い面が前記一方の面であるように構成され、
　前記ベースにおける前記カバーに近い面が前記他方の面であるように構成される、
ことを特徴とする遊技台。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の面は、前記第二の面の方向に突出する第三の凸部が設けられた面であり、
　前記第三の凸部が前記凸部よりも下流にあるよう構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記盤ユニットは、アタッカーを含んで構成されたユニットであり、
　前記検出手段は、前記アタッカーへ進入した遊技球を検出する手段である、
ことを特徴とする遊技台。
【請求項８】



(3) JP 6014933 B2 2016.10.26

10

20

30

40

50

　請求項１乃至６のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記盤ユニットは、電チューを含んで構成されたユニットであり、
　前記検出手段は、前記電チューへ進入した遊技球を検出する手段である、
ことを特徴とする遊技台。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ぱちんこ機やスロットマシン（パチスロ機）、封入式遊技機に代表される遊
技台に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、球通路を有する遊技台があった（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２００３０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の遊技台は、球通路について改良の余地がある。
【０００５】
　本発明の目的は、球通路に特徴を持った遊技台を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は上記の目的を達成するために、遊技盤を備えた遊技台であって、前記遊技盤は
、遊技領域が設けられたものであり、前記遊技盤に設けられたユニット（以下、「盤ユニ
ット」という。）に球通路が設けられており、前記球通路は、前記遊技領域を流下する遊
技球が通過可能に構成された通路であり、前記盤ユニットが複数の部品によって構成され
ており、前記複数の部品の一つは、検出手段であり、前記球通路は、前記検出手段よりも
上流に設けられた球通路であり、前記球通路は、第一の開口が設けられた通路であり、前
記球通路は、第二の開口が設けられた通路であり、前記球通路は、第三の開口が設けられ
た通路であり、前記検出手段によって、前記第二の開口を出た遊技球が検出されるように
構成されており、前記第三の開口が前記第二の開口よりも下流にあるように構成されてお
り、前記第一の開口から前記球通路へ進入した遊技球が、前記第二の開口および前記第三
の開口のうちの一方の開口から出るように構成されており、前記一方の開口から出た遊技
球が、前記第二の開口および前記第三の開口のうちの他方の開口へ進入しないように構成
されており、前記球通路における第一の面と該球通路における第二の面が向かい合うよう
に構成されており、前記第一の面は、前記第二の面の方向に突出する凸部が設けられた面
であり、前記第一の面および前記第二の面のうちの一方の面は、前後方向の前方に設けら
れた面であり、前記第一の面および前記第二の面のうちの他方の面は、前後方向の後方に
設けられた面であり、前記一方の面を介して、前記球通路の内部が遊技者から視認可能に
構成されており、前記球通路に進入した遊技球が前記凸部に接触することにより、遊技球
が減速するように構成されており、前記第一の面から前記凸部における前記第二の面に近
い部位までの長さが遊技球の直径よりも短い、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、球通路に特徴を持った遊技台を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】ぱちんこ機１００を正面側（遊技者側）から見た外観斜視図である。
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【図２】図１のぱちんこ機１００を背面側から見た外観図である。
【図３】遊技盤２００を正面から見た略示正面図である。
【図４】図３に示した球通路ユニット７００を示す図であり、（ａ）は球通路ユニット７
００の斜視図であり、（ｂ）は球通路ユニット７００の分解斜視図である。
【図５】図３に示した球通路ユニット７００の分解斜視図であって、球通路ユニット７０
０の壁部を説明する図である。
【図６】球通路ユニット７００の上ケース７０１を示す図であって、（ａ）は正面図であ
り、（ｂ）は右側面図であり、（ｃ）は背面図である。
【図７】球通路ユニット７００のベース７０２を示す図であって、（ａ）は正面図であり
、（ｂ）は右側面図であり、（ｃ）は背面図である。
【図８】球通路ユニット７００内での遊技球の動きを説明する図であって、（ａ）は凸部
及びリブを示す正面図であり、（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ断面図であり、（ｃ）は（ａ）の
Ｂ－Ｂ断面図であり、（ｄ）は（ａ）のＣ－Ｃ断面図である。
【図９】球通路ユニット７００内での球通路の前後方向の幅について説明する図であって
、（ａ）は図８（ｂ）に相当する断面図であり、（ｂ）は（ａ）の範囲Ｂを拡大して示す
図であり、（ｃ）は（ａ）の範囲Ｂを拡大して示す図であり、（ｄ）は図８（ｃ）に相当
する断面図であり、（ｅ）は（ｄ）の範囲Ｃを拡大して示す図であり、（ｆ）は（ｄ）の
範囲Ｃを拡大して示す図であり、（ｇ）は（ｄ）の範囲Ｃを拡大して示す図であり、（ｈ
）は（ｄ）の範囲Ｃを拡大して示す図である。
【図１０】球通路ユニット７００のリブ７２８近傍での遊技球の動きを説明する図であっ
て、図８（ａ）に相当する正面図である。
【図１１】遊技球が開口部７００ｂから出やすくする構造について説明する図であって、
（ａ）はベース７０２を示す図であり、（ｂ）は上ケース７０１を示す図である。
【図１２】球通路ユニット７００から遊技球が排出される際の軌道の例を説明する図であ
って、遊技盤２００の正面図である。
【図１３】球通路ユニット７００の壁部の構成を説明する図であって、（ａ）は分解斜視
図であり、（ｂ）は正面図であり、（ｃ）は（ｂ）の範囲Ｄを拡大して示す図である。
【図１４】ベース７０２のネジ孔７１３を臨む上ケース７０１の切欠き部の構成例を示す
図であって、（ａ）は球通路ユニット７００の正面図であり、（ｂ）は（ａ）の範囲Ｅを
拡大して示す図である。
【図１５】図４に示した球通路ユニット７００のベース７０２のネジ孔７１３を臨む上ケ
ース７０１の切欠き部７１４の構成例を示す図であって、（ａ）は球通路ユニット７００
の正面図であり、（ｂ）は（ａ）の範囲Ｅを拡大して示す図である。
【図１６】（ａ）および（ｂ）は、球通路ユニット７００のベース７０２のネジ孔７１３
を臨む上ケース７０１の切欠き部の別の例を示す図である。
【図１７】球通路ユニット７００の壁部の形状について説明する図であって、（ａ）はベ
ース７０２を示す図であり、（ｂ）は（ａ）の範囲Ｆを拡大して示す図であり、（ｃ）は
上ケース７０１を示す図であり、（ｄ）は（ｃ）の範囲Ｇを拡大して示す図である。
【図１８】本発明に係る球通路ユニットの別の例を示す斜視図である。
【図１９】図１８の球通路ユニット１７００内の遊技球７３０の動きを説明する図であり
、（ａ）は球通路ユニット１７００の背断面図であり、（ｂ）は球通路ユニット１７００
の左側断面図であり、（ｃ）は球通路ユニット１７００の左側断面図であって遊技球が凸
部に衝突する様子を示す図である。
【図２０】本発明に係る球通路ユニットの別の例を示す斜視図である。
【図２１】図２０の球通路ユニット２７００内の遊技球７３０の動きを説明する図であり
、（ａ）は球通路ユニット２７００の正断面図であり、（ｂ）は遊技球が進入した状態を
示す図であり、（ｃ）は遊技球がリブ２７２８に誘導されて開口部２７００ｂ側に進行し
た状態を示す図であり、（ｄ）は遊技球が開口部２７００ｃ側に進行した状態を示す図で
ある。
【図２２】図２１の状態を上から見た平面図であって、（ａ）は図２１（ａ）に対応する
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状態を示す図であり、（ｂ）は図２１（ｂ）に対応する状態を示す図であり、（ｃ）は図
２１（ｃ）に対応する状態を示す図であり、（ｄ）は図２１（ｄ）に対応する状態を示す
図である。
【図２３】本発明に係る球通路ユニットの別の例を示す斜視図である。
【図２４】図２３の球通路ユニット３７００の正断面図である。
【図２５】本発明に係る球通路ユニットの別の例を示す図であって、（ａ）は斜視図であ
り、（ｂ）は分解斜視図である。
【図２６】図２５（ａ）の平面図である。
【図２７】本発明に係る切欠き部について説明する斜視図である。
【図２８】（ａ）は図２７の断面図であり、（ｂ）は図２７の平面図である。
【図２９】図４とは異なる構成の球通路ユニットを用いた場合の、図３に相当する図であ
る。
【図３０】図２９に示した球通路ユニット５７００のベース５７０２を示す図であって、
（ａ）は斜視図であり、（ｂ）は正面図であり、（ｃ）は右側面図であり、（ｄ）は背面
図である。
【図３１】球通路ユニット５７００から遊技球が排出される際の軌道の例を説明する図で
あって、遊技盤２００の正面図である。
【図３２】球タンク１５０から排出された遊技球が上皿１２６（または下皿１２８）に到
達するまでのルート（球通路）について説明する図である。
【図３３】（ａ）、（ｂ）は、球抜ボタン１３０の近傍の側断面図である。
【図３４】本発明が適用可能なスロットマシンについて説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図面を用いて、本発明の実施形態に係る遊技台（例えば、ぱちんこ機１００等の
弾球遊技機やスロット機等の回胴遊技機や封入式遊技機）について詳細に説明する。
【００１０】
　＜全体構成＞
　まず、図１を用いて、本発明の実施形態１に係るぱちんこ機１００の全体構成について
説明する。なお、同図はぱちんこ機１００を正面側（遊技者側）から見た外観斜視図であ
る。
【００１１】
　ぱちんこ機１００は、外部的構造として、外枠１０２と、本体１０４と、前面枠扉１０
６と、球貯留皿付扉１０８と、発射装置４５０と、遊技盤２００と、をその前面に備える
。
【００１２】
　外枠１０２は、遊技機設置営業店に設けられた設置場所（島設備等）へと固定させるた
めの縦長方形状から成る木製の枠部材である。
【００１３】
　本体１０４は、外枠１０２の内部に備えられ、ヒンジ部１１２を介して外枠１０２に回
動自在に装着された縦長方形状の遊技機基軸体となる部材である。また、本体１０４は、
枠状に形成され、内側に空間部１１４を有している。
【００１４】
　前面枠扉１０６は、ロック機能付きで且つ開閉自在となるようにぱちんこ機１００の前
面側となる本体１０４の前面に対しヒンジ部１１２を介して装着され、枠状に構成される
ことでその内側を開口部１１６とした扉部材である。なお、この前面枠扉１０６には、開
口部１１６にガラス製又は樹脂製の透明板部材１１８が設けられ、前面側には、スピーカ
１２０や枠ランプ１２２が取り付けられている。前面枠扉１０６の後面と遊技盤２００の
前面とで遊技領域１２４を区画形成する。
【００１５】
　球貯留皿付扉１０８は、ぱちんこ機１００の前面において本体１０４の下側に対して、
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ロック機能付きで且つ開閉自在となるように装着された扉部材である。球貯留皿付扉１０
８は、複数の遊技球（以下、単に「球」と称する場合がある）が貯留可能で且つ発射装置
４５０へと遊技球を案内させる通路が設けられている上皿１２６と、上皿１２６に貯留し
きれない遊技球を貯留する下皿１２８と、遊技者の操作によって上皿１２６に貯留された
遊技球を下皿１２８へと排出させる球抜ボタン１３０と、遊技者の操作によって下皿１２
８に貯留された遊技球を不図示の遊技球収集容器（俗称、ドル箱）へと排出させる球排出
レバー１３２と、遊技者の操作によって発射装置４５０へと案内された遊技球を遊技盤２
００の遊技領域１２４へと打ち出す球発射ハンドル１３４と、遊技者の操作によって各種
演出装置２０６（図３参照）の演出態様に変化を与えるチャンスボタン１３６と、チャン
スボタン１３６を発光させるチャンスボタンランプ１３８と、遊技店に設置された不図示
のカードユニット（ＣＲユニット）に対して球貸し指示を行う球貸操作ボタン１４０と、
カードユニットに対して遊技者の残高の返却指示を行う返却操作ボタン１４２と、遊技者
の残高やカードユニットの状態を表示する球貸表示部１４４と、を備える。
【００１６】
　発射装置４５０は、本体１０４の下方に取り付けられ、球発射ハンドル１３４が遊技者
に操作されることによって回動する発射杆１４６と、遊技球を発射杆１４６の先端で打突
する発射槌１４８と、を備える。
【００１７】
　遊技盤２００は、前面に遊技領域１２４を有し、本体１０４の空間部１１４に臨むよう
に、所定の固定部材を用いて本体１０４に着脱自在に装着されている。なお、遊技領域１
２４は、遊技盤２００を本体１０４に装着した後、開口部１１６から観察することができ
る。
【００１８】
　図２は、図１のぱちんこ機１００を背面側から見た外観図である。
【００１９】
　図２に示すように、ぱちんこ機１００の背面上部には、上方に開口した開口部を有し、
遊技球を一時的に貯留するための球タンク１５０と、球タンク１５０の下方に位置し、球
タンク１５０の底部に形成した連通孔を通過して落下する球を、背面右側に位置する払出
装置１５２に導くためのタンクレール１５４とを配設している。
【００２０】
　タンクレール１５４はツインレールとも称され、例えば第１副基板１６０と少なくとも
一部が前後方向に重畳するように配置されている。本実施の形態によるぱちんこ機１００
では、部材の配置領域を節約するため、制御基板にノイズを与える恐れのあるタンクレー
ル１５４が第１副基板１６０に重畳して配置されている。しかしながら、ぱちんこ機１０
０は、タンクレール１５４にノイズ対策が施されている場合、タンクレール１５４と第１
副基板１６０とが重畳して配置されていても、第１副基板１６０のノイズによる影響を軽
減することができる場合がある。また、タンクレール１５４にはノイズ対策が施されてい
るので、タンクレール１５４の側面を絶縁性の透明部材で形成することができる。これに
より、タンクレール１５４がぱちんこ機１００に設置された場合に、ぱちんこ機１００背
面側に位置するタンクレール１５４の側面を透して、タンクレール１５４での遊技球の流
下状況を目視により確認することができる場合がある。
【００２１】
　払出装置１５２は、筒状の部材からなり、その内部には、不図示の払出モータとスプロ
ケットと払出センサとを備えている。スプロケットは、払出モータによって回転可能に構
成されており、タンクレール１５４を通過して払出装置１５２内に流下した遊技球を一時
的に滞留させると共に、払出モータを駆動して所定角度だけ回転することにより、一時的
に滞留した遊技球を払出装置１５２の下方へ１個ずつ送り出すように構成している。
【００２２】
　払出センサは、スプロケットが送り出した遊技球の通過を検出するためのセンサであり
、遊技球が通過しているときにハイまたはローの何れか一方の信号を、遊技球が通過して
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いないときはハイまたはローの何れか他方の信号を払出制御部（払出基板１７０）へ出力
する。なお、この払出センサを通過した遊技球は、払出装置１５２の排出口１５２ａから
排出され、後述の払出通路ユニット３００や排出口ユニット４００を通過してぱちんこ機
１００の表側に配設した払出通路１２１（図１参照）から上皿１２６に到達するように構
成しており、ぱちんこ機１００は、この構成により遊技者に対して球の払い出しを行う。
【００２３】
　払出装置１５２の図中左側には、遊技全般の制御処理を行う主制御部を構成する主基板
１５６を収納する主基板ケース１５８、主制御部（主基板１５６）が生成した処理情報に
基づいて演出に関する制御処理を行う第１副制御部を構成する第１副基板１６０を収納す
る第１副基板ケース１６２、第１副制御部（第１副基板１６０）が生成した処理情報に基
づいて演出に関する制御処理を行う第２副制御部を構成する第２副基板１６４を収納する
第２副基板ケース１６６、遊技球の払出に関する制御処理を行う払出制御部を構成すると
ともに遊技店員の操作によってエラーを解除するエラー解除スイッチ１６８を備える払出
基板１７０を収納する払出基板ケース１７２、遊技球の発射に関する制御処理を行う発射
制御部を構成する発射基板１７４を収納する発射基板ケース１７６、および、各種電気的
遊技機器に電源を供給する電源制御部を構成するとともに遊技店員の操作によって電源を
オンオフする電源スイッチ１７８と電源投入時に操作されることによってＲＷＭクリア信
号を主制御部（主基板１５６）に出力するＲＷＭクリアスイッチ１８０とを備える電源基
板１８２を収納する電源基板ケース１８４を配設している。
【００２４】
　遊技盤２００の裏面には、主基板ケース１５８、第１副基板ケース１６２および第２副
基板ケース１６６が少なくとも取り付け可能な領域が設けられている。
【００２５】
　図３は、遊技盤２００を正面から見た略示正面図である。
【００２６】
　遊技盤２００には、外レール２０２と内レール２０４とを配設し、遊技球が転動可能な
遊技領域１２４を区画形成している。
【００２７】
　遊技領域１２４の略中央には、演出装置２０６を配設している。この演出装置２０６に
は、略中央に装飾図柄表示装置２０８（液晶表示装置２０８）を配設し、装飾図柄表示装
置２０８の周辺に不図示の演出可動体を配設する場合がある。装飾図柄表示装置２０８の
右下部には、詳しくは後述する球通路ユニット７００を配設している。遊技領域１２４に
おいて、遊技球は、球通路ユニット７００内を転動可能である。
【００２８】
　装飾図柄表示装置２０８は、装飾図柄ならびに演出に用いる様々な表示を行うための表
示装置であり、本実施例では液晶表示装置（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌ
ａｙ）によって構成するが、本発明はこれに限られるものではなく、ＥＬ等を用いた表示
装置を用いてもよい。この装飾図柄表示装置２０８は、左図柄表示領域２０８ａ、中図柄
表示領域２０８ｂ、右図柄表示領域２０８ｃおよび演出表示領域２０８ｄの４つの表示領
域に分割し、左図柄表示領域２０８ａ、中図柄表示領域２０８ｂおよび右図柄表示領域２
０８ｃはそれぞれ異なった装飾図柄を表示し、演出表示領域２０８ｄは演出に用いる画像
を表示する。さらに、各表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃ、２０８ｄの位置や大き
さは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面内で自由に変更することを可能としている。な
お、装飾図柄表示装置２０８として液晶表示装置を採用しているが、液晶表示装置でなく
とも、種々の演出や種々の遊技情報を表示可能に構成されていればよく、例えば、ドット
マトリクス表示装置、７セグメント表示装置、有機ＥＬ（ＥｌｅｃｔｒｏＬｕｍｉｎｅｓ
ｃｅｎｃｅ）表示装置、リール（ドラム）式表示装置、リーフ式表示装置、プラズマディ
スプレイ、プロジェクタを含む他の表示デバイスを採用してもよい。
【００２９】
　遊技盤２００の右下部には、普通図柄表示装置２１０と、第１特別図柄表示装置２１２
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と、第２特別図柄表示装置２１４と、普通図柄保留ランプ２１６と、第１特別図柄保留ラ
ンプ２１８と、第２特別図柄保留ランプ２２０と、高確中ランプ２２２と、を配設してい
る。なお、以下、普通図柄を「普図」、特別図柄を「特図」と称する場合がある。
【００３０】
　普図表示装置２１０は、普図の表示を行うための表示装置であり、本実施例では７セグ
メントＬＥＤによって構成する。第１特図表示装置２１２および第２特図表示装置２１４
は、特図の表示を行うための表示装置であり、本実施例では７セグメントＬＥＤによって
構成する。
【００３１】
　普図保留ランプ２１６は、保留している普図変動遊技（詳細は後述）の数を示すための
ランプであり、本実施例では、普図変動遊技を所定数（例えば、２つ）まで保留すること
を可能としている。第１特図保留ランプ２１８および第２特図保留ランプ２２０は、保留
している特図変動遊技（詳細は後述）の数を示すためのランプであり、本実施例では、特
図変動遊技を所定数（例えば、４つ）まで保留することを可能としている。高確中ランプ
２２２は、遊技状態が大当りが発生し易い高確率状態であること、または高確率状態にな
ることを示すためのランプであり、遊技状態を大当りが発生し難い低確率状態から高確率
状態にする場合に点灯し、高確率状態から低確率状態にする場合に消灯する。
【００３２】
　また、演出装置２０６の周囲には、一般入賞口２２６と、普図始動口２２８と、第１特
図始動口２３０と、第２特図始動口２３２と、可変入賞口２３４と、を配設している。な
お、普図始動口２２８は、詳しくは後述するように、球通路ユニット７００の内部に配設
している。
【００３３】
　一般入賞口２２６は、本実施例では遊技盤２００に複数配設しており、この一般入賞口
２２６への入球を所定の球検出センサ（図示省略）が検出した場合（一般入賞口２２６に
入賞した場合）、払出装置１５２を駆動し、所定の個数（例えば、１０個）の球を賞球と
して上皿１２６に排出する。上皿１２６に排出した球は遊技者が自由に取り出すことが可
能であり、これらの構成により、入賞に基づいて賞球を遊技者に払い出すようにしている
。
【００３４】
　なお、一般入賞口２２６に入球した球は、ぱちんこ機１００の裏側に誘導した後、遊技
島側に排出する。本実施例では、入賞の対価として遊技者に払い出す球を「賞球」、遊技
者に貸し出す球を「貸球」と区別して呼ぶ場合があり、「賞球」と「貸球」を総称して「
球（遊技球）」と呼ぶ。
【００３５】
　普図始動口２２８は、ゲートやスルーチャッカーと呼ばれる、遊技領域１２４の所定の
領域を球が通過したか否かを判定するための装置で構成しており、本実施例では遊技盤２
００の右側の球通路ユニット７００の内部に１つ配設している。普図始動口２２８を通過
した球は一般入賞口２２６に入球した球と違って、遊技島側に排出することはない。球が
普図始動口２２８を通過したことを所定の球検出センサが検出した場合、ぱちんこ機１０
０は、普図表示装置２１０による普図変動遊技を開始する。
【００３６】
　第１特図始動口２３０は、本実施例では遊技盤２００の中央に１つだけ配設している。
この第１特図始動口２３０への入球を所定の球検出センサが検出した場合、払出装置１５
２を駆動し、所定の個数（例えば、３個）の球を賞球として上皿１２６に排出するととも
に、第１特図表示装置２１２による特図変動遊技を開始する。なお、第１特図始動口２３
０に入球した球は、ぱちんこ機１００の裏側に誘導した後、遊技島側に排出する。
【００３７】
　第２特図始動口２３２は、電動チューリップ（電チュー）と呼ばれ、本実施例では遊技
盤２００の右側の球通路ユニット７００の下流に１つだけ配設している。この第２特図始
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動口２３２は、左右に開閉自在な羽根２３２ａを備え、羽根２３２ａの閉鎖中は球の入球
が不可能であり、普図変動遊技に当選し、普図表示装置２１０が当たり図柄を停止表示し
た場合に羽根２３２ａが所定の時間間隔、所定の回数で開閉する。第２特図始動口２３２
への入球を所定の球検出センサが検出した場合、払出装置１５２を駆動し、所定の個数（
例えば、４個）の球を賞球として上皿１２６に排出するとともに、第２特図表示装置２１
４による特図変動遊技を開始する。なお、第２特図始動口２３２に入球した球は、ぱちん
こ機１００の裏側に誘導した後、遊技島側に排出する。
【００３８】
　可変入賞口２３４は、大入賞口またはアタッカーと呼ばれ、本実施例では第２特図始動
口２３２の下流に１つだけ配設している。この可変入賞口２３４は、開閉自在な扉部材２
３４ａを備え、扉部材２３４ａの閉鎖中は球の入球が不可能であり、特図変動遊技に当選
して特図表示装置２１２、２１４が大当り図柄を停止表示した場合に扉部材２３４ａが所
定の時間間隔（例えば、開放時間２９秒、閉鎖時間１．５秒）、所定の回数（例えば１５
回）で開閉する。
【００３９】
　可変入賞口２３４への入球を所定の球検出センサが検出した場合、払出装置１５２を駆
動し、所定の個数（例えば、１５個）の球を賞球として上皿１２６に排出する。なお、可
変入賞口２３４に入球した球は、ぱちんこ機１００の裏側に誘導した後、遊技島側に排出
する。
【００４０】
　さらに、これらの入賞口や始動口の近傍には、風車と呼ばれる円盤状の打球方向変換部
材２３６や、遊技釘２３８を複数個、配設していると共に、内レール２０４の最下部には
、いずれの入賞口や始動口にも入賞しなかった球をぱちんこ機１００の裏側に誘導した後
、遊技島側に排出するためのアウト口２４０を設けている。
【００４１】
　このぱちんこ機１００は、遊技者が上皿１２６に貯留している球を発射レールの発射位
置に供給し、遊技者の球発射ハンドル１３４の操作量に応じた強度で発射モータを駆動し
、発射杆１４６および発射槌１４８によって外レール２０２、内レール２０４を通過させ
て遊技領域１２４に打ち出す。そして、遊技領域１２４の上部に到達した球は、打球方向
変換部材２３６や遊技釘２３８等によって進行方向を変えながら下方に落下し、入賞口（
一般入賞口２２６、可変入賞口２３４）や始動口（第１特図始動口２３０、第２特図始動
口２３２）に入賞するか、いずれの入賞口や始動口にも入賞することなく、または始動領
域（普図始動口２２８）を通過するのみでアウト口２４０に到達する。
【００４２】
　＜球通路ユニットの構成＞
　ここで、本発明に係る球通路ユニットの構成の一例について説明する。
【００４３】
　図４は、図３に示した球通路ユニット７００を示す図であり、（ａ）は球通路ユニット
７００の斜視図であり、（ｂ）は球通路ユニット７００の分解斜視図である。
【００４４】
　球通路ユニット７００は、遊技盤２００の遊技領域１２４に取り付けられるものであり
、遊技領域１２４に発射された遊技球は、遊技領域１２４内を流下し、球通路ユニット７
００内に進入する。
【００４５】
　球通路ユニット７００は、上ケース７０１とベース７０２とを組み合わせ、ネジ７０３
でネジ止め固定してなる。
【００４６】
　球通路ユニット７００内には、後述する壁部で区切られた球通路が形成され、球通路ユ
ニット７００内に進入した遊技球は、この球通路を通過して球通路ユニット７００の外部
に排出される。
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【００４７】
　球通路ユニット７００には、開口部７００ａ、７００ｂ、７００ｃおよび７００ｄの４
つの開口部を設けている。遊技球は、これらの開口部７００ａ、７００ｂ、７００ｃおよ
び７００ｄから球通路ユニット７００内に進入可能な場合があり、また、球通路ユニット
７００内に進入した遊技球はこれらの開口部７００ａ、７００ｂ、７００ｃおよび７００
ｄから球通路ユニット７００の外部に排出可能な場合がある。開口部７００ａ、７００ｂ
、７００ｃおよび７００ｄは、遊技球１個が通過可能な大きさである。
【００４８】
　開口部７００ａは、球通路ユニット７００に設けた複数の開口部の中でも最も上に配設
した開口部であって、上側に向いて開口しており、遊技球は、主に、この開口部７００ａ
から球通路ユニット７００内に進入する。
【００４９】
　開口部７００ｂは、球通路ユニット７００の縦方向ほぼ中央に配設した開口部であって
、左側に向いて開口している。
【００５０】
　開口部７００ｃは、球通路ユニット７００の縦方向ほぼ中央に配設した開口部であって
、右側に向いて開口している。
【００５１】
　開口部７００ｄは、球通路ユニット７００に設けた複数の開口部の中でも最も下に配設
した開口部であって、左下側に向いて開口している。
【００５２】
　ベース７０２は、開口部７００ｂ、７００ｃの下方に、普図始動口２２８を構成するセ
ンサユニット２２８ａを固定するためのセンサ固定部７０２ｂを有し、センサ固定部７０
２ｂにセンサユニット２２８ａを固定することで球通路ユニット７００内の球通路に普図
始動口２２８を配置する。開口部７００ａ、７００ｂおよび７００ｃは普図始動口２２８
よりも上流に位置する。普図始動口２２８を通過した遊技球は、開口部７００ｄから球通
路ユニット７００の外部に排出される。
【００５３】
　図５は、図３に示した球通路ユニット７００の分解斜視図であって、球通路ユニット７
００の壁部を説明する図である。
【００５４】
　上ケース７０１は、樹脂製であって、ほぼ均等な厚みの平板状の基部７０１ａと、基部
７０１ａの背面からほぼ均等な厚みで突出する壁部７０４、７０５、７０６および７０７
とを有して構成される。壁部７０４、７０５、７０６および７０７のそれぞれは、基部７
０１ａと一体形成されている。基部７０１ａ並びに壁部７０４、７０５、７０６および７
０７は、遊技球が通過する球通路を形成する。
【００５５】
　ベース７０２は、樹脂製であって、ほぼ均等な厚みの平板状の基部７０２ａと、基部７
０２ａの前面からほぼ均等な厚みで突出する壁部７０８、７０９、７１０および７１１と
を有して構成される。壁部７０８、７０９、７１０および７１１のそれぞれは、基部７０
２ａと一体形成されている。基部７０２ａは、球通路ユニット７００を遊技盤２００に固
定するネジ止め用のネジ孔７１３を有する。基部７０２ａ並びに壁部７０８、７０９、７
１０および７１１は、遊技球が通過する球通路を形成する。
【００５６】
　球通路ユニット７００が遊技盤２００に取り付けられたとき、ベース７０２の基部７０
２ａの背面の全部が遊技盤２００に接触する場合があり、基部７０２ａの背面の一部が遊
技盤２００に接触する場合がある。
【００５７】
　上ケース７０１とベース７０２とを組み合わせたとき、ベース７０２のネジ孔７１３に
対するドライバなどの工具による操作を、上ケース７０１の基部７０１ａが阻害しないよ
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うに、上ケース７０１の基部７０１ａは切欠き部７１４を有する。切欠き部７１４は、ネ
ジ孔７１３を臨み、ネジ孔７１３周囲を囲うように形成されており、切欠き部７１４を大
きく設けることでネジ孔７１３でのネジ止めをしやすくすることができる場合がある。切
欠き部７１４には装飾を施す場合がある。この装飾は、切欠き部７１４を装飾形状（例え
ばネジ孔７１３の形状と異なる形状）にするものでもよいし、例えば切欠き部７１４の縁
やその周囲の厚みを、基部７０１ａの厚みと異ならせて装飾するものでもよい。また、切
欠き部７１４を設けることで、ネジ孔７１３に対する操作を行う工具が、ネジ孔７１３の
近傍の装飾に接触しないようにすることができる場合がある。
【００５８】
　センサ固定部７０２ｂは、基部７０２ａの背面から突出したものであって、センサユニ
ット２２８ａをその周囲を保持して固定する。
【００５９】
　ベース７０２の壁部７０８の下には、基部７０２ａの前面からほぼ均等な厚みで突出す
るリブ７１２を設けている。リブ７１２の基部７０２ａからの突出高さは、上側が最も高
く（例えば壁部７０８と同じ高さ）、下に行くにつれ低くなっている。リブ７１２は基部
７０２ａと一体形成されている。リブ７１２によって開口部７００ｃを狭めて、球通路ユ
ニット７００内に進入した遊技球が開口部７００ｃから外部に排出されにくくしている。
遊技領域１２４における、開口部７００ｃから外部に遊技球が排出された場合の下流に入
賞口や始動口（始動領域）を配置しない場合、このリブ７１２を設けることによって、遊
技者が有利な状況（入賞口や始動口（始動領域）に入球しないケースを生じづらい状況）
とすることができる場合がある。
【００６０】
　図６は、球通路ユニット７００の上ケース７０１を示す図であって、（ａ）は正面図で
あり、（ｂ）は右側面図であり、（ｃ）は背面図である。
【００６１】
　図６（ａ）に示すように、上ケース７０１の基部７０１ａは、装飾７０１ａａや装飾７
０１ａｂを有する。装飾７０１ａａは基部７０１ａの縁に沿って肉厚部を設けた装飾であ
り、装飾７０１ａｂは、装飾形状に沿って基部７０１ａの厚みを変えて、例えば段差を設
けて施した装飾である。
【００６２】
　図６（ｂ）、（ｃ）に示すように、基部７０１ａの背面には、凸部７１５、凸部７１６
、凸部７１７、凸部７１８、凸部７１９、リブ７２０、リブ７２１およびリブ７２２を設
けている。これら凸部７１５、凸部７１６、凸部７１７、凸部７１８、凸部７１９、リブ
７２０、リブ７２１およびリブ７２２は、基部７０１ａの背面から突出するものであり、
例えば基部７０１ａと一体形成されている。また、これら凸部７１５、凸部７１６、凸部
７１７、凸部７１８、凸部７１９、リブ７２０、リブ７２１およびリブ７２２は、遊技球
が接触可能なものである。
【００６３】
　凸部７１５、凸部７１６、凸部７１７、凸部７１８および凸部７１９は、流下してきた
遊技球を、主に、後ろ方向（基部７０１ａから離れる方向）に誘導して、遊技球の流下速
度を低下させるものである。
【００６４】
　リブ７２０、リブ７２１およびリブ７２２は、流下してきた遊技球を、主に、左右方向
（遊技盤２００の面と平行な方向）に誘導して、遊技球の進行方向を調整するものである
。リブ７２０は、図６（ｃ）における下方向（例えば、普図始動口２２８が設置されてい
る方向）または右方向（例えば、開口部７００ｂの方向）に遊技球が行きやすくするもの
であり、リブ７２１は、開口部７００ｃを遊技球が通過しにくくするものであり、リブ７
２２は、開口部７００ｂを遊技球が通過しにくくするものである。
【００６５】
　図７は、球通路ユニット７００のベース７０２を示す図であって、（ａ）は正面図であ
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り、（ｂ）は右側面図であり、（ｃ）は背面図である。
【００６６】
　図７（ａ）、（ｂ）に示すように、基部７０２ａの前面には、凸部７２３、凸部７２４
、凸部７２５、凸部７２６、凸部７２７、リブ７１２およびリブ７２８を設けている。こ
れら凸部７２３、凸部７２４、凸部７２５、凸部７２６、凸部７２７、リブ７１２および
リブ７２８は、基部７０２ａの前面から突出するものであり、例えば基部７０２ａと一体
形成されている。また、これら凸部７２３、凸部７２４、凸部７２５、凸部７２６、凸部
７２７、リブ７１２およびリブ７２８は、遊技球が接触可能なものである。
【００６７】
　凸部７２３、凸部７２４、凸部７２６および凸部７２７は、流下してきた遊技球を、主
に、前方向（基部７０２ａから離れる方向）に誘導して、遊技球の流下速度を低下させる
ものである。凸部７２５は、流下してきた遊技球を、前方向（基部７０２ａから離れる方
向）に誘導して、遊技球の流下速度を低下させるとともに、図７（ａ）における左方向（
例えば、開口部７００ｂの方向）に遊技球が行きやすくするものである。
【００６８】
　リブ７１２およびリブ７２８は、流下してきた遊技球を、主に、左右方向（遊技盤２０
０の面と平行な方向）に誘導して、遊技球の進行方向を調整するものである。リブ７１２
は、開口部７００ｃを遊技球が通過しにくくするものであり、リブ７２８は、図７（ａ）
における左方向（例えば、開口部７００ｂの方向）に遊技球が行きやすくするものである
。
【００６９】
　図８は、球通路ユニット７００内での遊技球の動きを説明する図であって、（ａ）は凸
部及びリブを示す正面図であり、（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ断面図であり、（ｃ）は（ａ）
のＢ－Ｂ断面図であり、（ｄ）は（ａ）のＣ－Ｃ断面図である。
【００７０】
　図８（ａ）に示すように、開口部７００ｄの近傍（球通路ユニット７００内に進入した
遊技球の排出口の近傍）では、凸部７１９と凸部７２７の間隔を狭くし、遊技球の流下速
度をより低下させ、球通路ユニット７００から遊技領域１２４に遊技球が急激な速度で排
出されるのを防ぐことができる場合がある。これにより、開口部７００ｄの近傍に入賞口
や始動口が設けられている場合、この入賞口や始動口に遊技球が入球しやすくなり、遊技
者に有利な状況を提供可能な場合がある。凸部７１９と凸部７２７の間隔は、他の凸部同
士の間隔よりも狭くする場合があり、同じする場合があり、広くする場合がある。
【００７１】
　図８（ｂ）に示すように、開口部７００ａから球通路ユニット７００内に進入した遊技
球は、凸部７１５、凸部７２３、凸部７１６、凸部７２４、凸部７１７の順で各凸部に衝
突しながら流下し、これにより、普図始動口２２８を通過するときの遊技球の速度を調節
し、遊技球が普図始動口２２８を通過したことのセンサユニット２２８ａによる検出漏れ
を防ぐことができる場合がある。普図始動口２２８を通過する遊技球の速度が速い場合、
センサユニット２２８ａによる検出漏れが発生する可能性がある。
【００７２】
　図８（ｃ）に示すように、普図始動口２２８の下流においても、凸部７２６、７１９、
７２７と凸部が前後交互になるように凸部を設けている。これにより、遊技領域１２４に
排出される遊技球の速度を調節することができる場合がある。
【００７３】
　図８（ｂ）、（ｃ）に示すように、普図始動口２２８の上流（普図始動口２２８の通過
前）と普図始動口２２８の下流（普図始動口２２８の通過後）で、凸部同士の間隔を異な
らせる場合がある。本実施例では、普図始動口２２８の通過前は凸部同士の間隔を狭い間
隔（例えば、遊技球の半径ぐらいの間隔で前後方向に配置している）にし、普図始動口２
２８の通過後は、普図始動口２２８の通過前よりも広い間隔（例えば、遊技球２個分ぐら
いの間隔で前後方向に配置している）に配置している。これにより遊技球の流下速度は、
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普図始動口２２８の通過前よりも普図始動口２２８の通過後の方が速い。
【００７４】
　なお、普図始動口２２８の通過後は、球通路を設けなくてもよく、例えば、普図始動口
２２８の通過することで、球通路ユニット７００から遊技領域１２４に排出されるように
してもよい。
【００７５】
　なお、普図始動口２２８の下流に設けた球通路には、凸部が設けられていなくてもよい
（例えば、凸部７２６、７１９、７２７を設けない場合がある）。
【００７６】
　なお、凸部同士の間隔は、普図始動口２２８の通過前と通過後で同じであってもよく、
普図始動口２２８の通過前を広い間隔にし、通過後を通過前よりも狭い間隔に配置しても
よい。
【００７７】
　なお、球通路ユニット７００内に設ける、遊技球の通過を検出する検出手段は、普図始
動口２２８に限られるものではなく、遊技球の通過を検出するものであれば、如何なるも
のであってもよい。
【００７８】
　図８（ｄ）に示す箇所は、球通路が、上下方向から斜め左下方向へ変わる部分である。
リブ７２０によって球通路の前後方向の幅を遊技球の直径よりも一回り大きい幅に調整す
ることで、遊技球を次の凸部へ誘導しやすくしている（例えば、遊技球の直径は１１ｍｍ
であって、リブ７２０によって狭めた球通路の前後方向の幅は１２ｍｍである。）。これ
によって、この箇所での球づまりを防ぐことができる場合がある。なお、この箇所にも前
後方向に凸部を設けてもよい。
【００７９】
　図９は、球通路ユニット７００内での球通路の前後方向の幅について説明する図であっ
て、（ａ）は図８（ｂ）に相当する断面図であり、（ｂ）は（ａ）の範囲Ｂを拡大して示
す図であり、（ｃ）は（ａ）の範囲Ｂを拡大して示す図であり、（ｄ）は図８（ｃ）に相
当する断面図であり、（ｅ）は（ｄ）の範囲Ｃを拡大して示す図であり、（ｆ）は（ｄ）
の範囲Ｃを拡大して示す図であり、（ｇ）は（ｄ）の範囲Ｃを拡大して示す図であり、（
ｈ）は（ｄ）の範囲Ｃを拡大して示す図である。
【００８０】
　図９（ｂ）に示す凸部７２３から基部７０１ａの前面までの距離Ｌ１は、遊技球の直径
よりも大きく（あるいは直径以上）、遊技球の直径＋半径よりも小さい（例えば、遊技球
の直径は１１ｍｍであって、Ｌ１は１２ｍｍまたは１１．５ｍｍである。）。
【００８１】
　図９（ｂ）に示す凸部７１６から基部７０２ａの前面までの距離Ｌ２は、遊技球の直径
よりも大きく（あるいは直径以上）、遊技球の直径＋半径よりも小さい（例えば、遊技球
の直径は１１ｍｍであって、Ｌ２は１２ｍｍまたは１１．５ｍｍである。）。
【００８２】
　図９（ｃ）に示す凸部７１６から凸部７２３までの距離Ｌ３は、遊技球の直径よりも大
きく（あるいは直径以上）、遊技球の直径＋半径よりも小さい（例えば、遊技球の直径は
１１ｍｍであって、Ｌ３は１２ｍｍまたは１１．５ｍｍである。）。
【００８３】
　図９（ｅ）に示すリブ７２２からリブ７２８までの距離Ｌ４は、遊技球の直径よりも大
きく（あるいは直径以上）、遊技球の直径＋半径よりも小さい（例えば、遊技球の直径は
１１ｍｍであって、Ｌ４は１２ｍｍまたは１１．５ｍｍである。）。
【００８４】
　図９（ｆ）に示す凸部７１８からリブ７２８までの距離Ｌ５は、遊技球の直径よりも大
きく（あるいは直径以上）、遊技球の直径＋半径よりも小さい（例えば、遊技球の直径は
１１ｍｍであって、Ｌ５は１２ｍｍまたは１１．５ｍｍである。）。
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【００８５】
　図９（ｇ）に示す基部７０１ａの背面からリブ７２８までの距離Ｌ６は、遊技球の直径
よりも大きく（あるいは直径以上）、遊技球の直径＋半径よりも小さい（例えば、遊技球
の直径は１１ｍｍであって、Ｌ６は１２ｍｍまたは１１．５ｍｍである。）。
【００８６】
　図９（ｈ）に示す凸部７１８と基部７０２ａの前面までの距離Ｌ７は、遊技球の直径よ
りも大きく（あるいは直径以上）、遊技球の直径＋半径よりも小さい（例えば、遊技球の
直径は１１ｍｍであって、Ｌ６は１２ｍｍまたは１１．５ｍｍである。）。
【００８７】
　また、例えば、向かい合う壁部、基部、凸部、リブのいずれかの組み合わせの距離は、
遊技球の直径よりも大きく（あるいは直径以上）、遊技球の直径＋半径よりも小さい（例
えば、遊技球の直径は１１ｍｍであって、Ｌ６は１２ｍｍまたは１１．５ｍｍである。）
。
【００８８】
　また、例えば、向かい合う壁部、基部、凸部、リブのいずれかの組み合わせの距離は、
同じであってもよく、異なってもよい。例えば、図９に示すＬ１、Ｌ２、Ｌ３、Ｌ４、Ｌ
５、Ｌ６、Ｌ７は同じ距離であってもよく、異なる距離であってもよい。
【００８９】
　また、例えば、向かい合う壁部、基部、凸部、リブのいずれかの組み合わせの距離は、
例えば、１３ｍｍ、１４ｍｍと広がれば広がるほど、球づまり（２個以上の遊技球が絡ん
で発生する）が発生しやすくなる場合がある。
【００９０】
　図１０は、球通路ユニット７００のリブ７２８近傍での遊技球の動きを説明する図であ
って、図８（ａ）に相当する正面図である。
【００９１】
　開口部７００ａから球通路ユニット７００内に進入し、凸部７１５、凸部７２３、凸部
７１６、凸部７２４、凸部７１７の順で各凸部に接触した遊技球は、リブ７２０に誘導さ
れ、流下する。
【００９２】
　その後凸部７２５に接触した遊技球は凸部７１８に接触し、普図始動口２２８へ進入す
る。このときに、凸部７２５から凸部７１８の順に接触した遊技球がリブ７２８によって
（遊技者から見て）左側の開口部７００ｂへ誘導される場合がある。また、凸部７２５に
接触した遊技球が凸部７１８に接触せず、リブ７２８によって（遊技者から見て）左側の
開口部７００ｂへ誘導される場合もある。
【００９３】
　リブ７２８は、（遊技者から見て）左下がりとなる斜面７２８ａを有するものであり、
この斜面７２８ａによって遊技球が（遊技者から見て）左側の開口部７００ｂへ誘導され
る場合がある。
【００９４】
　凸部７２５以外の凸部は、壁部同士の間の球通路の幅と同じぐらいまで突出しているが
、凸部７２５はこの球通路の途中（球通路の半分より短いぐらい）までしか突出していな
い。これは、凸部７２５が、遊技球を（遊技者から見て）左方向（開口部７００ｂの方向
）へ押し出すための凸部であるからである。
【００９５】
　なお、凸部７２５は、球通路の右側に設けてもよく、中央付近に設けてもよく、左側に
設けてもよい。
【００９６】
　なお、凸部７２５は他の凸部と同じ幅で突出してもよい。
【００９７】
　なお、リブ７２８は、遊技球を左側の開口部７００ｂへ誘導するためのリブである。遊
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技球はリブ７２８に沿って誘導される。また、リブ７２８は、右側の開口部７００ｃへ遊
技球が移動しにくくするためのリブでもある。
【００９８】
　なお、遊技球が右側の開口部７００ｃへ移動しやすくするためには、左上から右下にか
けてのリブを設けてもよい。
【００９９】
　なお、リブ７２８を設けなくてもよい。この場合、リブ７２８を設けた場合よりも、遊
技球が右側の開口部７００ｃへ移動する可能性が高くなる。
【０１００】
　なお、左側の開口部７００ｂから出た遊技球が、他の入賞口やアタッカー、始動口へ入
球可能なものであってもよい。
【０１０１】
　なお、左側の開口部７００ｂから出た遊技球が、アウト口２４０へ誘導されてもよい。
【０１０２】
　なお、遊技者にとって左側の開口部７００ｂおよび/または普図始動口２２８に入球す
るよりも遊技球が右側の開口部７００ｃへ移動した方が有利な場合にリブ７２８を設けて
もよい。遊技者にとって左側の開口部７００ｂおよび/または普図始動口２２８に入球す
るよりも遊技球が右側の開口部７００ｃへ移動した方が不利な場合にリブ７２８を設けて
もよい。
【０１０３】
　なお、本実施例における遊技者の有利度は、普図始動口２２８に入球する場合＞左側の
開口部７００ｂから出る場合＞右側の開口部７００ｃから出る場合、である。
【０１０４】
　図１１は、遊技球が開口部７００ｂから出やすくする構造について説明する図であって
、（ａ）はベース７０２を示す図であり、（ｂ）は上ケース７０１を示す図である。
【０１０５】
　図１１（ａ）に示すように、壁部７０９の下端部は、壁部７０８の下端部よりも上側に
設けられているため、左側の開口部７００ｂが右側の開口部７００ｃよりも大きく、左側
の開口部７００ｂに遊技球が進入しやすくなっている。
【０１０６】
　また、壁部７０９の下端部には、右上から左下へ向かって斜面が形成されている。これ
によって、凸部７２５や凸部７１８に接触した遊技球が、壁部７０９の下端部の斜面に接
触することで左側の開口部７００ｂに逃げやすい構造になっている。
【０１０７】
　右側の開口部７００ｃには、リブ７１２が設けられており、右側の開口部７００ｃから
遊技球が排出される確率を低くすることができる。これにより、普図始動口２２８または
左側の開口部７００ｂのいずれかから排出される確率を高くすることができる。
【０１０８】
　なお、右側の開口部７００ｃから出た遊技球がアウト口２４０へ誘導されてもよい。
【０１０９】
　なお、遊技球が右側の開口部７００ｃに移動することが、左側の開口部７００ｂに移動
することおよび/または普図始動口２２８を通過することよりも遊技者にとって不利な場
合（例えば、入球可能性のある入賞口や始動口の数が少ないなど）に、リブ７１２を設け
てもよい。遊技球が右側の開口部７００ｃに移動することが、左側の開口部７００ｂに移
動することおよび/または普図始動口２２８を通過することよりも遊技者にとって有利な
場合（例えば、入球可能性のある入賞口や始動口の数が多いなど）に、リブ７１２を設け
てもよい。
【０１１０】
　図１１（ｂ）に示すように、本実施例では、リブ７２１、７２２は、凸部７１８と一体
的に設けられている。
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【０１１１】
　なお、リブ７２１、７２２のいずれか一方または両方が凸部７１８と別部材で設けられ
てもよい。
【０１１２】
　リブ７２１、７２２は、遊技球が普図始動口２２８に進入しやすくするために設けてい
る。
【０１１３】
　リブ７２１、７２２のいずれか一方または両方を配置しないことによって、リブ７２１
および/またはリブ７２２が設けられていない側の開口部（開口部７００ｂ、開口部７０
０ｃ）へ遊技球を進入させやすくすることができる。リブ７２１が設けられていなくても
よい。リブ７２２が設けられていなくてもよい。リブ７２１および７２２の両方が設けら
れていなくてもよい。
【０１１４】
　なお、リブ７２１、７２２は、左側の開口部７００ｂまたは右側の開口部７００ｃへ遊
技球が移動する確率を調整するためのものとして用いてもよい。
【０１１５】
　図１２は、球通路ユニット７００から遊技球が排出される際の軌道の例を説明する図で
あって、遊技盤２００の正面図である。
【０１１６】
　開口部７００ａから遊技球７３０が球通路ユニット７００内に進入する。その後、開口
部７００ｂから排出された遊技球は軌道ａを進む。また、開口部７００ｃから排出された
遊技球は軌道ｂを進む。また、普図始動口２２８を通過して開口部７００ｄから排出され
た遊技球は軌道ｃを進む。
【０１１７】
　本実施例では、左側の開口部７００ｂと普図始動口２２８へ進入した遊技球は、第２特
図始動口２３２へ入球する可能性があり、可変入賞口２３４に進入する可能性がある（図
３参照）。一方、右側の開口部７００ｃへ進入した遊技球は、第２特図始動口２３２へ入
球しないものであり、可変入賞口２３４へは進入しづらくなっている（図３参照）。
【０１１８】
　なお、壁部７０７は、球通路ユニット７００の外側から遊技球が接触可能なものである
。この壁部７０７を設けることによって、壁部７１１の外側の凹んだ部分に遊技球が留ま
る事を防ぎ、球づまりを発生しにくくすることができる。
【０１１９】
　また、壁部７０７の外側の下流は曲線状になっており、これにより遊技球が下流へ誘導
されやすくしている。
【０１２０】
　図１３は、球通路ユニット７００の壁部の構成を説明する図であって、（ａ）は分解斜
視図であり、（ｂ）は正面図であり、（ｃ）は（ｂ）の範囲Ｄを拡大して示す図である。
【０１２１】
　図１３において、壁部７０４の球通路側の面は面７０４ｘであり、壁部７０４の球通路
と反対側の面は面７０４ｙであり、壁部７０５の球通路側の面は面７０５ｘであり、壁部
７０５の球通路と反対側の面は面７０５ｙであり、壁部７０６の球通路側の面は面７０６
ｘであり、壁部７０６の球通路と反対側の面は面７０６ｙであり、壁部７０７の球通路側
の面は面７０７ｘであり、壁部７０７の球通路と反対側の面は面７０７ｙであり、壁部７
０８の球通路側の面は面７０８ｘであり、壁部７０８の球通路と反対側の面は面７０８ｙ
であり、壁部７０９の球通路側の面は面７０９ｘであり、壁部７０９の球通路と反対側の
面は面７０９ｙであり、壁部７１０の球通路側の面は面７１０ｘであり、壁部７１０の球
通路と反対側の面は面７１０ｙであり、壁部７１１の球通路側の面は面７１１ｘであり、
壁部７１１の球通路と反対側の面は面７１１ｙである。
【０１２２】
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　図１３に示すように、本実施例の球通路ユニット７００では、壁部７０８の外側に壁部
７０４を配置し、壁部７０９の外側に壁部７０５を配置し、壁部７１０が形成する空洞７
１０ａ内に壁部７０６を配置し、壁部７１１の外側に壁部７０７を配置している。すなわ
ち、遊技球が接触しやすい壁部を二重にしている。これによって、一方の壁部が破損した
場合でも、他方の壁部があるので、球通路として機能させることができる場合がある。
【０１２３】
　また、上ケース７０１とベース７０２を組み付ける際の位置決めをしやすいため、球通
路ユニット７００を組み立てやすくすることができる場合がある。
【０１２４】
　普図始動口２２８より上流は、内側が上ケース７０１の壁部であって外側がベース７０
２の壁部であるのに対し、普図始動口２２８より下流は二重になっていない部分があり、
一部は逆転している（例えば外側が上ケース７０１の壁部であって内側がベース７０２の
壁部）場合がある。
【０１２５】
　普図始動口２２８より上流は、二重の壁部のうちの一方が破損した場合でも確実に遊技
球を誘導させることができる場合がある。
【０１２６】
　各壁部は、球通路ユニット７００の強度を高めるためのリブとしての役割もある。
【０１２７】
　普図始動口２２８より下流の右側の壁部（ベース７０２の壁部７１０）が破損した場合
は、右側の開口部７００ｃから球通路ユニット７００の外に出た遊技球が再度球通路ユニ
ット７００内に進入することができ、遊技者の利益となる場合がある。
【０１２８】
　普図始動口２２８より上流の外側の壁部は遊技球に接触しない位置に設けられており、
普図始動口２２８より下流の外側の壁部は遊技球が接触可能な位置に設けられている場合
がある。
【０１２９】
　なお、普図始動口２２８より上流、普図始動口２２８より下流ともに、壁部が二重にな
っていてもよい。
【０１３０】
　なお、二重になっている内側と外側の壁部は、本実施例と内側と外側が逆になっていて
もよい。
【０１３１】
　なお、普図始動口２２８より上流でも壁部が二重になっていない部分があってもよい。
【０１３２】
　なお、普図始動口２２８より上流の外側の壁部は遊技球に接触可能な位置に設けられて
いてもよい。
【０１３３】
　なお、普図始動口２２８より下流の外側の壁部は遊技球が接触しない位置に設けられて
いてもよい。
【０１３４】
　図１３（ｃ）に示すように、壁部７０５と壁部７０９の間には隙間があり、その距離（
壁部７０５の面７０５ｘから壁部７０９の面７０９ｙまでの距離）はＬ７であり、このＬ
７は遊技球の直径よりも小さい距離である場合があり、このＬ７は遊技球の半径よりも小
さい距離である場合があり、このＬ７は壁部７０５と壁部７０９の間の隙間に遊技球が進
入不可能な距離である場合がある。他の二重になっている壁部同士の間隔も同様である。
【０１３５】
　図１４は、ベース７０２のネジ孔７１３を臨む上ケース７０１の切欠き部の構成例を示
す図であって、（ａ）は球通路ユニット７００の正面図であり、（ｂ）は（ａ）の範囲Ｅ
を拡大して示す図である。
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【０１３６】
　この図１４の例では、上ケース７０１とベース７０２とを組み合わせたとき、ベース７
０２の基部７０２ａに設けたネジ孔７１３に対するドライバなどの工具による操作を、上
ケース７０１の基部７０１ａが阻害しないように、上ケース７０１の基部７０１ａは切欠
き部１７１４を有する。切欠き部１７１４は、ネジ孔７１３を臨み、ネジ孔７１３周囲を
囲うように形成されており、切欠き部１７１４を大きく設けることでネジ孔７１３でのネ
ジ止めをしやすくすることができる場合がある。切欠き部１７１４はネジ孔７１３と同じ
形状で円形である。切欠き部１７１４は、ベース７０２の壁部７１０の位置よりも大きく
形成されており、特定の方向（例えば、正面方向、工具の挿入方向）から見ると、切欠き
部１７１４から壁部７１０を確認することができる。
【０１３７】
　上ケース７０１には、ネジ孔７１３に対する操作を行うための工具（例えばドライバ）
を挿通させるための孔をなす切欠き部１７１４が設けられている。
【０１３８】
　壁部７１０の面７１０ｙは、ネジ孔７１３に最も近い位置に設けられた面である。また
、ネジ孔７１３における面７１０ｙに最も近い位置は位置７１３ａである。面７１０ｙに
おける位置７１３ａから最も短い距離は距離Ｌ２０である。この距離Ｌ２０は、ネジ孔７
１３に挿入した工具が壁部７１０と少なくとも接触しない距離である、
　遊技者から視認可能な切欠き部１７１４の周囲を装飾形状にすることにより、他の装飾
手段と一体感を出し、装飾効果を高めることができる場合がある。
【０１３９】
　図１５は、図４に示した球通路ユニット７００のベース７０２のネジ孔７１３を臨む上
ケース７０１の切欠き部７１４の構成例を示す図であって、（ａ）は球通路ユニット７０
０の正面図であり、（ｂ）は（ａ）の範囲Ｅを拡大して示す図である。
【０１４０】
　上ケース７０１とベース７０２とを組み合わせたとき、ベース７０２のネジ孔７１３に
対するドライバなどの工具による操作を、上ケース７０１の基部７０１ａが阻害しないよ
うに、上ケース７０１の基部７０１ａは切欠き部７１４を有する。切欠き部７１４は、ネ
ジ孔７１３を臨み、ネジ孔７１３周囲を囲うように形成されており、切欠き部７１４を大
きく設けることでネジ孔７１３でのネジ止めをしやすくすることができる場合がある。切
欠き部７１４には装飾を施す場合がある。この装飾は、切欠き部７１４を装飾形状（例え
ばネジ孔７１３の形状と異なる形状）にするものでもよいし、例えば切欠き部７１４の縁
やその周囲の厚みを、基部７０１ａの厚みと異ならせて装飾するものでもよい。また、切
欠き部７１４を設けることで、ネジ孔７１３に対する操作を行う工具が、ネジ孔７１３の
近傍の装飾に接触しないようにすることができる場合がある。また、特定の方向（例えば
、右斜め方向）から見ると、切欠き部７１４から壁部７１０を確認することができる。
【０１４１】
　図１６（ａ）および（ｂ）は、球通路ユニット７００のベース７０２のネジ孔７１３を
臨む上ケース７０１の切欠き部の別の例を示す図である。
【０１４２】
　図１６（ａ）の例では、上ケース７０１は切欠き部２７１４を有する。切欠き部２７１
４は矩形形状であり、壁部７１０を超えて球通路（遊技球が流下可能な領域）の幅の一部
にまで切欠いている。なお、切欠き部２７１４は球通路の幅全体が見えるように切欠いて
もよい。
【０１４３】
　壁部７１０の面７１０ｙは、ネジ孔７１３に最も近い位置に設けられた面である。また
、ネジ孔７１３における面７１０ｙに最も近い位置は位置７１３ａである。面７１０ｙに
おける位置７１３ａから最も短い距離は距離Ｌ２０である。この距離Ｌ２０は、ネジ孔７
１３に挿入した工具が壁部７１０と少なくとも接触しない距離である、
　図１６（ｂ）の例では、上ケース７０１は切欠き部３７１４を有する。切欠き部３７１
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４は深部に円弧を有する形状である。
【０１４４】
　壁部７１０の面７１０ｙは、ネジ孔７１３に最も近い位置に設けられた面である。また
、ネジ孔７１３における面７１０ｙに最も近い位置は位置７１３ａである。面７１０ｙに
おける位置７１３ａから最も短い距離は距離Ｌ２０である。この距離Ｌ２０は、ネジ孔７
１３に挿入した工具が壁部７１０と少なくとも接触しない距離である、
　なお、球通路ユニット７００のベース７０２のネジ孔７１３を臨む上ケース７０１の切
欠き部は、壁部７１０を視認可能なものに限られず、他の如何なる部材（例えば凸部やリ
ブ）を視認可能なものであってもよい。
【０１４５】
　なお、球通路ユニット７００のベース７０２のネジ孔７１３を臨む上ケース７０１の切
欠き部の形状は、曲線が含まれていてもよく、直線が含まれていてもよく、曲線のみであ
ってもよく、直線のみであってもよい。
【０１４６】
　図１７は、球通路ユニット７００の壁部の形状について説明する図であって、（ａ）は
ベース７０２を示す図であり、（ｂ）は（ａ）の範囲Ｆを拡大して示す図であり、（ｃ）
は上ケース７０１を示す図であり、（ｄ）は（ｃ）の範囲Ｇを拡大して示す図である。
【０１４７】
　図１７（ａ）に示すように、ベース７０２において、壁部７０８には角部７０８ｂが設
けられており、壁部７０９には角部７０９ａが設けられている。角部７０９ａに対応して
壁部７０８の曲面７０８ａが形成されており、角部７０８ｂに対応して壁部７０９の曲面
７０９ｂが形成されている。
【０１４８】
　図１７（ｂ）に示すように、上ケース７０１において、壁部７０５には角部７０５ｂが
設けられている。角部７０５ｂに対応して壁部７０４の曲面７０４ａが形成されている。
また、壁部７０８の曲面７０８ａに対応して壁部７０４の曲面７０４ａが形成されており
、壁部７０９の曲面７０９ｂに対応して壁部７０５の曲面７０５ａが形成されている。
【０１４９】
　上ケース７０１の壁部の曲面形状とベース７０２の壁部の曲面形状を対応させることで
、上ケース７０１をベース７０２に嵌めやすくすることができる場合がある。
【０１５０】
　図１８は、本発明に係る球通路ユニットの別の例を示す斜視図である。
【０１５１】
　球通路ユニット１７００は、ベース１７０１に遊技球が通過可能な球通路（貫通孔）１
７００ｘを設けてなる。球通路１７００ｘには開口部１７００ａおよび１７００ｂを設け
ており、開口部１７００ａから遊技球が進入可能であり、開口部１７００ｂから遊技球を
排出可能である。凸部１７０４と凸部１７０８は球通路１７００ｘにおいて互いに対向す
る壁部１７００ｙ、１７００ｚに設けられている。凸部１７０４は壁部１７００ｙに設け
られ、凸部１７０８は壁部１７００ｚに設けられている。開口部１７００ｂには、球通路
１７００ｘを遊技球が通過したことを検出する検出手段１２２８ａ（図１９参照）を設け
る。
【０１５２】
　球通路１７００ｘには、開口部１７００ａや１７００ｂ以外の開口部（例えば側方に開
放する開口部）を設けていない。開口部１７００ａや１７００ｂ以外の開口部を設けても
よい。
【０１５３】
　検出手段１２２８ａよりも上流に開口部１７００ａや１７００ｂ以外の開口部を設ける
場合、少なくとも遊技領域１２４またはアウト口２４０へ排出可能な位置に設ければよい
。開口部の位置は、遊技球が排出可能であれば、遊技者から見て、右側と奥側の壁部に設
けてもよいし、左右方向の壁部に設けてもよい。すなわち、四方のいずれの壁部に開口部
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を設けてもよいし、開口部は一つでもよく、複数（二つ以上）設けてもよい。なお、左右
方向にのみ開口部が設けられるものであってもよい。
【０１５４】
　本実施例の球通路は、普図始動口２２８に誘導するものだけではなく、始動口や可変入
賞口（アタッカー）、一般入賞口などに誘導するものであってもよい。
【０１５５】
　図１９は、図１８の球通路ユニット１７００内の遊技球７３０の動きを説明する図であ
り、（ａ）は球通路ユニット１７００の背断面図であり、（ｂ）は球通路ユニット１７０
０の左側断面図であり、（ｃ）は球通路ユニット１７００の左側断面図であって遊技球が
凸部に衝突する様子を示す図である。
【０１５６】
　開口部１７００ａから球通路ユニット１７００内に進入した遊技球は、球通路１７００
ｘを流下し、上側の凸部１７０４に衝突し、その後に下側の凸部１７０８に衝突し、検出
手段１２２８ａを通過する。
【０１５７】
　図２０は、本発明に係る球通路ユニットの別の例を示す斜視図である。
【０１５８】
　球通路ユニット２７００は、ベース２７０１に遊技球が通過可能な球通路（貫通孔）２
７００ｘを設けてなる。球通路２７００ｘには開口部２７００ａ、２７００ｂおよび２７
００ｃを設けており、開口部２７００ａから遊技球が進入可能であり、開口部２７００ｂ
や２７００ｃから遊技球を排出可能である。開口部２７００ｂの上流の壁部２７００ｙに
はリブ２７２８を設けている。リブ２７２８は、開口部２７００ｂの上流から開口部２７
００ｂに向けて下る斜面を有する。開口部２７００ａは、球通路ユニット２７００の上側
に開口するものであり、開口部２７００ｂは、球通路ユニット２７００の右側に開口する
ものであり、開口部２７００ｃは、球通路ユニット２７００の下側に開口するものである
。壁部２７００ｙと、壁部２７００ｙと対向する壁部である壁部２７００ｚの間に球通路
２７００ｘが形成される。
【０１５９】
　図２１は、図２０の球通路ユニット２７００内の遊技球７３０の動きを説明する図であ
り、（ａ）は球通路ユニット２７００の正断面図であり、（ｂ）は遊技球が進入した状態
を示す図であり、（ｃ）は遊技球がリブ２７２８に誘導されて開口部２７００ｂ側に進行
した状態を示す図であり、（ｄ）は遊技球が開口部２７００ｃ側に進行した状態を示す図
である。
【０１６０】
　球通路２７００ｘは、少なくとも遊技球７３０を排出可能な開口部（例えば、開口部２
７００ｂ）が設けられた球通路２７００ｘｂと、少なくとも遊技球が進入可能な開口部（
例えば、開口部２７００ａ）が設けられた球通路２７００ｘａを有してなる。
【０１６１】
　図２２は、図２１の状態を上から見た平面図であって、（ａ）は図２１（ａ）に対応す
る状態を示す図であり、（ｂ）は図２１（ｂ）に対応する状態を示す図であり、（ｃ）は
図２１（ｃ）に対応する状態を示す図であり、（ｄ）は図２１（ｄ）に対応する状態を示
す図である。
【０１６２】
　リブ２７２８の面のうち壁部２７００ｚと対向する面から、壁部２７００ｚの内側の面
までの距離Ｌ１２は、遊技球の直径よりも大きく（あるいは直径以上）、遊技球の直径＋
半径よりも小さい（例えば、遊技球の直径は１１ｍｍであって、Ｌ１は１２ｍｍまたは１
１．５ｍｍである。）。
【０１６３】
　リブ２７２８により、開口部２７００ｃよりも開口部２７００ｂの方に遊技球７３０が
誘導されやすくなっている。
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【０１６４】
　リブ２７２８は、少なくとも遊技球７３０を排出可能な開口部（例えば、開口部２７０
０ｂ）が設けられた球通路２７００ｘｂと少なくとも遊技球が進入可能な開口部（例えば
、開口部２７００ａ）が設けられた球通路２７００ｘａが交わる部分に設けられていれば
よい。
【０１６５】
　リブ２７２８は、遊技球７３０が排出可能な開口部（例えば、開口部２７００ｃ）が設
けられた球通路の幅全体に設けられている（上端から下端にかけて設けられている）が、
幅の一部に設けられていてもよい。
【０１６６】
　リブ２７２８の斜面２７２８ａの角度は、少なくとも遊技球７３０を誘導したい開口部
（例えば、開口部２７００ｂ）側が斜め下方向になるように設けられている。
【０１６７】
　なお、本実施例では、遊技球は右に振り分けされやすくなっている。
【０１６８】
　遊技球７３０はリブ２７２８の斜面２７２８ａに誘導され、開口部２７００ｂの方向へ
誘導される（図２１（ｃ）、図２２（ｃ）参照）。
【０１６９】
　この球通路は、遊技者から視認可能な位置に設けられた球通路（例えばワープ）に適用
してもよく、遊技者から視認不可能な位置に設けられている球通路に適用してもよい。ま
た、この球通路は、遊技盤２００に設けられていてもよい。また、この球通路は、本体１
０４（例えば、枠）に設けられていてもよい。
【０１７０】
　なお、図２１（ｄ）、図２２（ｄ）に示すように、遊技球７３０は、リブ２７２８を乗
り越えて開口部２７００ｃ側に進行する場合がある。
【０１７１】
　なお、図２２（ｂ）に示すように、遊技球７３０は、ベース２７０１の球通路を形成す
る壁部に接触しない位置に存在する場合があり、球通路を形成するいずれかの壁部（一つ
または複数の壁部）と接触して流下する場合がある。
【０１７２】
　図２３は、本発明に係る球通路ユニットの別の例を示す斜視図である。
【０１７３】
　球通路ユニット３７００は、ベース３７０１に遊技球が通過可能な球通路（貫通孔）３
７００ｘを設けてなる。球通路３７００ｘには開口部３７００ａ、３７００ｂおよび３７
００ｃを設けており、開口部３７００ａから遊技球が進入可能であり、開口部３７００ｂ
や３７００ｃから遊技球を排出可能である。球通路３７００ｘを形成する壁部３７００ｙ
には、上流から開口部３７００ｂに向けて下る斜面３７２８ａを有するリブ３７２８を設
けている。開口部３７００ａは、球通路ユニット３７００の上側に開口するものであり、
開口部３７００ｂは、球通路ユニット３７００の右側に開口するものであり、開口部３７
００ｃは、球通路ユニット３７００の左側に開口するものである。壁部３７００ｙと、壁
部３７００ｙと対向する壁部である壁部３７００ｚの間に球通路３７００ｘが形成される
。
【０１７４】
　リブ３７２８の面のうち壁部３７００ｚと対向する面から、壁部３７００ｚの内側の面
までの距離Ｌ１３は、遊技球の直径よりも大きく（あるいは直径以上）、遊技球の直径＋
半径よりも小さい（例えば、遊技球の直径は１１ｍｍであって、Ｌ１は１２ｍｍまたは１
１．５ｍｍである。）。
【０１７５】
　図２４は、図２３の球通路ユニット３７００の正断面図である。
【０１７６】
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　開口部３７００から球通路ユニット３７００内に進入した遊技球は、リブ３７２８によ
り、開口部３７００ｃよりも開口部３７００ｂの方に誘導されやすくなっている。遊技球
は、リブ３７２８を乗り越えて開口部３７００ｃ側に進行する場合がある。
【０１７７】
　なお、球通路ユニットにおいて、複数の開口部が設けられる位置はどこでもよい。また
、少なくともリブの上端よりも下側の位置に少なくとも一つの開口部が設けられている場
合がある。また、複数の開口部がリブの上端部よりも下流に設けられている場合がある。
【０１７８】
　図２５は、本発明に係る球通路ユニットの別の例を示す図であって、（ａ）は斜視図で
あり、（ｂ）は分解斜視図である。
【０１７９】
　図２６は、図２５（ａ）の平面図である。
【０１８０】
　球通路ユニット４７００は、ベース４７０２と上部材４７０１とを組み合わせて、遊技
球が入球可能な大きさの球通路４７００ｘを形成する。球通路４７００ｘには開口部４７
００ａおよび４７００ｂを設けており、開口部４７００ａから遊技球が進入可能であり、
開口部４７００ｂや３７００ｃから遊技球を排出可能である。開口部４７００ａは、球通
路ユニット４７００の上側に開口するものであり、開口部４７００ｂは、球通路ユニット
４７００の下側に開口するものである。
【０１８１】
　ベース４７０２は、上部材４７０１側に突出する壁部４７０８を有し、上部材４７０１
は、ベース４７０２側に突出する壁部４７０４および４７０５を有する。
【０１８２】
　図２５において、壁部４７０４の球通路４７００ｘ側の面は面４７０４ｘであり、壁部
４７０４の球通路４７００ｘと反対側の面は面４７０４ｙであり、壁部４７０５の球通路
４７００ｘ側の面は面４７０５ｘであり、壁部４７０５の球通路４７００ｘと反対側の面
は面４７０５ｙであり、壁部４７０８の球通路４７００ｘ側の面は面４７０８ｘであり、
壁部４７０８の球通路４７００ｘと反対側の面は面４７０８ｙである。
【０１８３】
　なお、向かい合う壁部のうちの少なくとも一方の壁部の少なくとも一部は重なっている
。本実施例では、壁部４７０４と壁部４７０８の全部が重なっているが、重なるのは一部
のみであってもよく、少なくとも一部であってもよい。
【０１８４】
　球通路ユニット４７００は、遊技盤２００に設けられている場合がある。また、球通路
ユニット４７００は、遊技者から視認可能な位置に設けられている場合がある。また、球
通路ユニット４７００は、遊技者から視認不可能な位置に設けられてい場合がある。この
場合、メンテナンス者から球通路ユニット４７００が見にくいので、例えば球通路ユニッ
ト４７００の壁部の一部が破損した場合でも遊技を続けることができる場合がある。
【０１８５】
　上部材４７０１とベース４７０２が取り付けられたとき、ベース４７０２の内部に上部
材４７０１が配置される状態になる。上部材４７０１とベース４７０２は、不図示のネジ
や位置決め用の凸部により固定されている。
【０１８６】
　なお、上部材４７０１（ベース４７０２についても同様）の一方の壁部が内側で、他方
の壁部が外側になるようになっていてもよい。また、上部材４７０１の内側にベース４７
０２が配置されるようになってもよい。また、球通路ユニット４７００において、図１３
を参照して説明した各構成が適用可能である。
【０１８７】
　本実施例では、上部材４７０１の端部がベース４７０２の壁部に接触している。上部材
４７０１の端部の少なくとも一部がベース４７０２の壁部の少なくとも一部に接触してれ
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ばよく、上部材４７０１の端部がベース４７０２の端部に接触していなくてもよい。
【０１８８】
　なお、本発明に係る球通路ユニットは、本体１０４（枠）に設けられたものであっても
よい。例えば、球通路ユニット４７００は、払出装置１５２、払出通路ユニット３００、
後述の下皿用通路４０１ａ、上皿から発射位置へ遊技球を誘導する扉側通路、球抜きボタ
ンを押した場合に扉側通路と連通する球抜き用通路など遊技球と接触回数の多い通路に適
用することができる。
【０１８９】
　図２７は、本発明に係る切欠き部について説明する斜視図である。
【０１９０】
　図２８（ａ）は図２７の断面図であり、図２８（ｂ）は図２７の平面図である。
【０１９１】
　部品８０３はネジ孔８０４を有し、ネジ孔８０４に対してはドライバなどの工具によっ
てネジ８０５の取り付けなどの操作が施される。ここでは、ネジ孔８０４について説明す
るが、本発明はネジ孔８０４の代わりに、何らかの工具で操作可能な部品を対象としても
よい。
【０１９２】
　部品８０３には部品８０２が重ねられており、部品８０２の、部品８０３とは反対の側
には、部品８０１が重ねられている。
【０１９３】
　部品８０１にはネジ孔８０４の方向に切欠き部８０１ａが設けられており、切欠き部８
０１ａから部品８０２の一部（例えば、端部）が、特定の方向（例えば、ネジ孔８０４の
深さ方向に対して垂直な方向以外の方向、少なくとも工具の挿入方向）から視認可能であ
る。
【０１９４】
　部品８０３はネジ孔８０４へ工具を入れる方向から視認可能である。また、工具を使用
中に、工具が部品８０２や部品８０１に接触しないよう、それぞれの間に距離が確保され
ている。すなわち、ネジ８０５を取り付けるときに、周辺に設けられている部品とは接触
しない。ネジ８０５を取り付けた後は部品８０３が視認不可能になっていてもよい。
【０１９５】
　部品８０２の面８０２ａは、ネジ孔８０４に最も近い位置に設けられた面である。また
、ネジ孔８０４における面８０２ａに最も近い位置は位置８０４ａである。面８０２ａに
おける位置８０４ａから最も短い距離は距離Ｌ２１である。この距離Ｌ２１は、ネジ孔８
０４に挿入した工具が部品８０２と少なくとも接触しない距離である、
　部品８０１、部品８０２、部品８０３（ネジ孔８０４が設けられた部品）は別々の部品
である場合がある。なお、部品８０１と８０２、部品８０２と８０３、部品８０１と８０
３がそれぞれ一体形成された部品であってもよい。部品８０１、８０２、８０３が一体形
成された部品であってもよい。また、部品８０１、８０２、８０３はそれぞれ面した部品
と接触している場合がある。この場合、少なくとも部品の一部が接触していてもよく、部
品が接触していなくてもよく、部品８０１と８０２、部品８０２と８０３、部品８０１と
８０３が少なくとも接触していてもよく、部品８０１と８０２、部品８０２と８０３、部
品８０１と８０３が接触していなくてもよく、これらの組み合わせであってもよい。
【０１９６】
　なお、部品８０１、８０２、８０３の全ては樹脂製であってもよい。部品８０１、８０
２、８０３の全ては板金であってもよい。部品８０１、８０２、８０３の三つのうちの少
なくとも一つは樹脂製であってもよい。部品８０１、８０２、８０３の三つのうちの少な
くとも一つは板金であってもよい。部品８０１、８０２、８０３の三つのうちの一つのみ
は樹脂製であってもよい。部品８０１、８０２、８０３の三つのうちの一つのみは板金で
あってもよい。部品８０１、８０２、８０３の三つのうちの二つのみは樹脂製であっても
よい。部品８０１、８０２、８０３の三つのうちの二つのみは板金であってもよい。
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【０１９７】
　なお、図２７、図２８に示した切欠き部、ネジ孔の構成は、上述した球通路ユニットを
固定するネジ孔およびこのネジ孔を臨む切欠き部に適用可能であり、ほかにも、部品８０
３として適用可能である部品として、例えば、基板ケースをはめ込む基板ケースの取付け
ベースであってもよく、アタッカーユニット、入賞口ユニット、始動口ユニット、演出可
動体ユニット、装飾体ユニットなどであってもよい。
【０１９８】
　なお、部品８０１、８０２、８０３は、遊技盤２００に設けられた部品であってもよい
。また、部品８０１、８０２、８０３は、本体１０４（枠）に設けられた部品であっても
よい。
【０１９９】
　なお、図２７、図２８に示した切欠き部、ネジ孔の構成は、少なくとも遊技者から視認
可能な位置にネジ孔が設けられた部品に適用されてもよく、少なくとも遊技者から視認不
可能な位置にネジ孔が設けられた部品に適用されてもよい。
【０２００】
　図２９は、図４とは異なる構成の球通路ユニットを用いた場合の、図３に相当する図で
ある。
【０２０１】
　この例では、図３の球通路ユニット７００の代わりに球通路ユニット５７００を用いて
いる。
【０２０２】
　図３０は、図２９に示した球通路ユニット５７００のベース５７０２を示す図であって
、（ａ）は斜視図であり、（ｂ）は正面図であり、（ｃ）は右側面図であり、（ｄ）は背
面図である。
【０２０３】
　なお、球通路ユニット５７００においてベース５７０２と組み合わせる上ケース（図４
の上ケース７０１に相当）は、ベース５７０２に応じた形状であるので、ここでは図示お
よび説明を省略する。
【０２０４】
　ベース５７０２は、樹脂製であって、ほぼ均等な厚みの平板状の基部５７０２ａと、基
部５７０２ａの前面からほぼ均等な厚みで突出する壁部５７０８、５７０９、５７１０お
よび５７１１とを有して構成される。壁部５７０８、５７０９、５７１０および５７１１
のそれぞれは、基部５７０２ａと一体形成されている。基部５７０２ａ並びに壁部５７０
８、５７０９、５７１０および５７１１は、遊技球が通過する球通路を形成する。
【０２０５】
　図３０（ａ）、（ｂ）に示すように、基部５７０２ａの前面には、凸部５７２３および
凸部５７２４を設けている。これら凸部５７２３および凸部５７２４は、基部５７０２ａ
の前面から突出するものであり、例えば基部５７０２ａと一体形成されている。また、こ
れら凸部５７２３および凸部５７２４は、遊技球が接触可能なものである。凸部５７２３
および凸部５７２４は、流下してきた遊技球を、主に、前方向（基部５７０２ａから離れ
る方向）に誘導して、遊技球の流下速度を低下させるものである。
【０２０６】
　基部５７０２ａと向かい合う位置にある基部７０１ａに設けたリブ７２０の面のうち基
部５７０２ａと対向する面から基部５７０２ａの背面までの距離は、遊技球の直径よりも
大きく（あるいは直径以上）、遊技球の直径＋半径よりも小さい（例えば、遊技球の直径
は１１ｍｍであって、Ｌ１は１２ｍｍまたは１１．５ｍｍである。）。
【０２０７】
　球通路ユニット５７００には、開口部５７００ａ、５７００ｂ、５７００ｃ、５７００
ｄ、５７００ｅおよび５７００ｆの６つの開口部を設けている。遊技球は、これらの開口
部５７００ａ、５７００ｂ、５７００ｃ、５７００ｄ、５７００ｅおよび５７００ｆから
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球通路ユニット５７００内に進入可能な場合があり、また、球通路ユニット５７００内に
進入した遊技球はこれらの開口部５７００ａ、５７００ｂ、５７００ｃ、５７００ｄ、５
７００ｅおよび５７００ｆから球通路ユニット５７００の外部に排出可能な場合がある。
開口部５７００ａ、５７００ｂ、５７００ｃ、５７００ｄ、５７００ｅおよび５７００ｆ
は、遊技球１個が通過可能な大きさである。
【０２０８】
　開口部５７００ａは、球通路ユニット５７００に設けた複数の開口部の中でも最も上に
配設した開口部であって、上側に向いて開口しており、遊技球は、主に、この開口部５７
００ａから球通路ユニット５７００内に進入する。
【０２０９】
　開口部５７００ｂは、球通路ユニット５７００の縦方向ほぼ中央に配設した開口部であ
って、左側に向いて開口している。
【０２１０】
　開口部５７００ｃは、球通路ユニット５７００の縦方向ほぼ中央に配設した開口部であ
って、右側に向いて開口している。
【０２１１】
　開口部５７００ｄは、球通路ユニット５７００に設けた複数の開口部の中でも最も下に
配設した開口部であって、左下側に向いて開口している。
【０２１２】
　開口部５７００ｅは、球通路ユニット５７００の右側であり開口部５７００ｃの下側に
配設した開口部であって、右上側に向いて開口している。
【０２１３】
　開口部５７００ｆは、開口部５７００ａ、５７００ｂおよび５７００ｃよりも下に配設
した開口部であって、左下側に向いて開口している。
【０２１４】
　ベース５７０２は、開口部５７００ｂ、５７００ｃの下方に、普図始動口２２８を構成
するセンサユニット２２８ａを固定するためのセンサ固定部５７０２ｂを有し、センサ固
定部５７０２ｂにセンサユニット２２８ａを固定することで球通路ユニット５７００内の
球通路に普図始動口２２８を配置する。開口部５７００ａ、５７００ｂおよび５７００ｃ
は普図始動口２２８よりも上流に位置する。普図始動口２２８を通過した遊技球は、開口
部５７００ｆから球通路ユニット７００の外部に排出される。
【０２１５】
　開口部５７００ｃから球通路ユニット５７００の外部に排出された遊技球は、開口部５
７００ｅから再度球通路ユニット５７００内に進入する場合がある。開口部５７００ｅか
ら球通路ユニット５７００内に進入した遊技球は、開口部５７００ｄから球通路ユニット
７００の外部に排出される。
【０２１６】
　球通路ユニット５７００の右側に、例えば外レール２０２を配置することで、開口部５
７００ｃから球通路ユニット５７００の外部に排出された遊技球は、全て開口部５７００
ｅから球通路ユニット５７００内に進入するようにしてもよい。外レール２０２の代わり
に壁部を設けて開口部５７００ｃから球通路ユニット５７００の外部に排出された遊技球
の全てが、開口部５７００ｅから球通路ユニット５７００内に進入するようにしてもよい
。
【０２１７】
　開口部５７００ｄの下流には、例えば第２特図始動口２３２を配置しており、開口部５
７００ｃから出た遊技球も開口部５７００ｅから再進入し、開口部５７００ｄから排出す
ることで、第２特図始動口２３２に入球しやすくなり、遊技者に有利な状況を提供するこ
とができる。
【０２１８】
　普図始動口２２８を通過した遊技球がすぐに衝突しやすい位置に壁部５７１１を設け、
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遊技球の流下方向と速度を変化（流下速度を遅くする）させる場合がある。
【０２１９】
　なお、球通路ユニット５７００において、凸部やリブの配置は、図４に示した球通路ユ
ニット７００と同様にしてもよく、異ならせてもよい。また、普図始動口２２８よりも下
流に凸部やリブを設けてもよいし、設けなくてもよい。
【０２２０】
　図３１は、球通路ユニット５７００から遊技球が排出される際の軌道の例を説明する図
であって、遊技盤２００の正面図である。
【０２２１】
　開口部５７００ａから遊技球が球通路ユニット５７００内に進入する。その後、開口部
５７００ｂから排出された遊技球は軌道ａを進む。また、開口部５７００ｃから排出され
た遊技球は、開口部５７００ｅから再進入し、開口部５７００ｄから排出されて軌道ｂを
進む。また、普図始動口２２８を通過して開口部７００ｆから排出された遊技球は軌道ｃ
を進む。
【０２２２】
　＜球通路の例＞
　上述した各構成の本発明に係る球通路ユニットは、以下に説明する全ての球通路にも適
用可能である。
【０２２３】
　球タンク１５０から排出された遊技球が上皿１２６（または下皿１２８）に到達するま
でのルート（球通路）について図３２を用いて説明する。球タンク１５０から排出された
遊技球は、タンクレール１５４を通過して払出装置１５２に導かれる。また、払出装置１
５２の排出口１５２ａから排出された遊技球は、払出通路ユニット３００を通過して排出
口ユニット４００に移動する。
【０２２４】
　この際、上皿１２６に遊技球が貯留可能な場合には、遊技球は払出通路ユニット３００
の第１の遊技通路３０１ａを通過して排出口ユニット４００の第１の遊技通路４０１ａに
移動して上皿１２６の方向に導かれるが、上皿１２６に遊技球が貯留不可能な場合（上皿
１２６が満タンの場合）には、遊技球は払出通路ユニット３００の第２の遊技通路３０１
ｂを通過して排出口ユニット４００の第２の遊技通路４０２ａに移動した後に、下皿用通
路４０１ａを通過して下皿１２８の方向に導かれるように構成されている。
【０２２５】
　また、発射装置によって打ち出された遊技球のうち、遊技盤まで到達しなかったり、発
射槌で打ち損じた遊技球は、遊技盤の裏側に配置された遊技盤側通路４０１ｂを通過して
本体１０６側に移動し、該本体１０６側に設けられた凹形状の本体側通路４０１ｃに当た
って遊技盤側に移動し、該遊技盤の裏側に配置された下皿開口部４０１ｄを通過して下皿
１２８に導かれるように構成されている。
【０２２６】
　下皿の容量を超えて遊技球が入っているときに扉を開けた場合、遊技球が逆流し、通路
外に流出してしまう可能性があるが、本発明に係る所定の部材を、上述の遊技盤側通路４
０１ｂ、本体側通路４０１ｃ、下皿開口部４０１などに設け、当該所定の部材によって、
遊技球の供給（移動）を防止するように構成すれば、扉の開放時に扉側または本体側に遊
技球を保持させることができ、メンテナンス性を向上させることができる場合がある。
【０２２７】
　＜球排出装置（球排出ボタンを押したとき）＞
　上述した各構成の本発明に係る球通路ユニットは、以下に説明する球排出装置に係る球
通路にも適用可能である。
【０２２８】
　上皿１２６に貯留された球を排出するための球排出装置５００について説明する。図３
３（ａ）、（ｂ）は、球抜ボタン１３０の近傍の側断面図である。
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【０２２９】
　球排出装置５００は、上皿１２６に貯留された球技球を、扉側球通路ユニット３５０に
排出させるための装置であり、上述の球抜ボタン１３０と、この球抜ボタン１３０に駆動
されて回動可能な棒状の第１レバー５０２と、この第１レバー５０２と扉側球通路ユニッ
ト３５０との間に縮設されたバネ５０４と、第１レバー５０２の回動に伴って揺動可能な
棒状の第２レバー５０６と、この第２レバー５０６の揺動に伴ってスライド可能な板状の
シャッタ５０８と、を有して構成されている。
【０２３０】
　第１レバー５０２は、支点５０２ａを回動中心として回動可能に構成されるとともに、
下端部にギア５０２ｂが形成されている。また、一端が扉側球通路ユニット３５０に固定
されたバネ５０４の他端が固定されており、バネ５０４の付勢力によって上方に付勢され
て球抜ボタン１３０を上方に押し上げるように構成されている。また、第２レバー５０６
は、支点５０６ａを回動中心として揺動可能に構成されるとともに、上端部に、第１レバ
ー５０２の第１ギア５０２ｂと噛合可能な第２ギア５０６ｂが形成されている。
【０２３１】
　シャッタ５０８は、第２レバー５０６の下端部に配設され、球通路３５２内から退出す
ることによって遊技球が球通路３５２を通過することを許可する球通過許可位置（図３３
（ａ）に示す位置）と、球通路３５２に形成された開口部３５２ａから球通路３５２内に
突出することによって遊技球が球通路３５２を通過することを禁止する球通過禁止位置（
図３３（ｂ）に示す位置）との間をスライド可能に構成されている。
【０２３２】
　図３３（ａ）に示すように、球抜ボタン１３０が押下操作により下方に押し下げられる
と、球抜ボタン１３０に当接する第１レバー５０２がバネ５０４の付勢力に逆らって下方
に回動され、この第１レバー５０２の駆動力が第１ギア５０２ｂ、第２ギア５０６ｂを介
して第２レバー５０６に伝達され、第２レバー５０６が、シャッタ５０８を球通路３５２
から退出させる方向に回動され、球通過許可位置に移動する。これにより、上皿１２６か
ら球通路３５２に流入した遊技球は、球通路３５２を真っ直ぐ通過して下皿１２８（図１
参照）に排出される。
【０２３３】
　一方、図３３（ｂ）に示すように、球抜ボタン１３０の押下操作が解除されると、第１
レバー５０２がバネ５０４の付勢力によって上方に回動され、この第１レバー５０２の駆
動力が第１ギア５０２ｂ、第２ギア５０６ｂを介して第２レバー５０６に伝達され、第２
レバー５０６が、シャッタ５０８を球通路３５２に突出させる方向に回動され、球通過禁
止位置に移動する。これにより、上皿１２６から球通路３５２に流入した遊技球は、シャ
ッタ５０８によって方向が変えられ、球通路３５２の排出口から、発射装置４５０に向け
て排出される。
【０２３４】
　なお、本実施例では、遊技盤２００側に設けられた発射装置ユニットに、球送装置（遊
技球を発射位置へ誘導する）、発射槌（発射位置に誘導された遊技球を打ち出す）が設け
られているが、シャッタ５０８と球通路３５２の排出口の間に球送装置が設けられていて
もよい。
【０２３５】
　＜スロットマシンへの適用＞
　本発明に係る遊技台は、図３４に示す「複数種類の図柄が施され、回転駆動される複数
のリール１００２と、リールの回転を指示するためのスタートレバー１００４と、各々の
リールに対応して設けられ、リールの回転を個別に停止させるための停止ボタン１００６
と、複数種類の役の内部当選の当否を抽選により判定する抽選手段（入賞役内部抽選）と
、抽選手段の抽選結果に基づいてリールの回転の停止に関する停止制御を行うリール停止
制御手段（リール停止制御処理）と、抽選手段の抽選結果に基づいて停止されたリールに
よって表示される図柄組合せが、内部当選した役に対応して予め定めた図柄組合せである
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か否かの判定をする判定手段（入賞判定処理）と、図柄の停止態様が所定の入賞態様であ
る場合、所定の入賞態様に対応する遊技媒体を払出す遊技媒体払出処理を行う払出制御手
段（メダル払出処理１００８）と、に加え、抽選手段の抽選結果に基づいて演出を実行す
る演出手段１０１０を備え、この演出手段が、所定の遊技領域１０１２に球を発射する発
射装置１０１４と、発射装置から発射された球を入球可能に構成された入賞口１０１６と
、入賞口１０１６に入球した球を検出する検出手段１０１８と、検出手段１０１８が球を
検出した場合に球を払出す払出手段１０２０と、所定の図柄(識別情報)を変動表示する可
変表示装置１０２２と、可変表示装置１０２２を遮蔽する位置に移動可能なシャッタ１０
２４と、所定動作態様で動作する可動体１０２６と、を備え、入賞口に遊技球が入って入
賞することを契機として、可変表示装置１０２２が図柄を変動させた後に停止表示させて
、遊技を演出するような演出装置１０１０、であるスロットマシン１０００」にも好適で
ある。
【０２３６】
　＜封入式遊技機への適用＞
　本発明に係る遊技台は、遊技機内に封入された遊技球を循環使用する封入式遊技機にも
適用可能である。
【０２３７】
　＜付記＞
　なお、以上説明した本発明は、
　１．
　遊技領域が少なくとも設けられた遊技盤（例えば、遊技盤２００）と、
　遊技球が少なくとも通過可能な球通路（例えば、壁部７０８と壁部７０９と基部７０１
ａと基部７０２ａで形成される球通路、壁部７１０と壁部７１１と基部７０１ａと基部７
０２ａで形成される球通路、球通路１７００ｘ、壁部５７０８と壁部５７０９と基部５７
０２ａと向かい合う位置にある基部と基部５７０２ａで形成される球通路、壁部５７１０
と壁部５７１１と基部５７０２ａと向かい合う位置にある基部と基部５７０２ａで形成さ
れる球通路）と、
　遊技球の通過を検出可能な検出手段（例えば、センサ固定部７０２ｂに固定されるセン
サユニット２２８ａ、センサユニット１２２８ａ、センサ固定部５７０２ｂに固定される
センサユニット２２８ａ）と、
を備えた遊技台であって、
　前記球通路は、前記遊技盤に少なくとも設けられたものであり、
　前記球通路の少なくとも一部は、遊技者から視認可能な位置に少なくとも設けられたも
のであり、
　前記球通路は、第一の壁部（例えば、基部７０２ａ、壁部１７００ｙ、基部５７０２ａ
）が少なくとも設けられたものであり、
　前記球通路は、第二の壁部（例えば、基部７０１ａ、壁部１７００ｚ、基部５７０２ａ
と向かい合う位置にある基部）が少なくとも設けられたものであり、
　前記第一の壁部は、前記遊技領域側に設けられたものであり、
　前記第二の壁部は、前記第一の壁部と向かい合う位置に設けられたものであり、
　前記第一の壁部における第一の面（例えば、第一の壁部の第二の壁部側の面）は、第一
の凸部（例えば、凸部７２３、７２４、７２６、７２７、凸部１７０４、凸部５７２３、
凸部５７２４）が設けられたものであり、
　前記第一の面は、前記第一の壁部における前記第二の壁部と向かい合う面のことであり
、
　前記第二の壁部における第二の面（例えば、第二の壁部の第一の壁部側の面）は、第二
の凸部（例えば、凸部７１５、７１６、７１７、７１８、７１９、凸部１７０８、基部５
７０２ａと向かい合う位置にある基部に設けた凸部）が設けられたものであり、
　前記第二の面は、前記第二の壁部における前記第一の壁部と向かい合う面のことであり
、
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　前記第一の凸部は、前記第二の壁部の方向に突出したものであり、
　前記第二の凸部は、前記第一の壁部の方向に突出したものであり、
　前記球通路は、第一の開口部（例えば、開口部７００ａ、開口部１７００ａ、開口部５
７００ａ）が設けられたものであり、
　前記球通路は、第二の開口部（例えば、壁部７０８の下端と壁部７０９の下端の間の開
口、開口部１７００ｂ、壁部５７０８の下端と壁部５７０９の下端の間の開口）が設けら
れたものであり、
　前記第二の開口部は、前記第一の開口部よりも下流側に設けられたものであり、
　前記検出手段は、前記第二の開口部よりも下流側に設けられたものであり、
　前記第二の開口部から排出された遊技球を、前記検出手段へ少なくとも誘導可能に構成
されている、
ことを特徴とする遊技台、としたので、
　球通路に特徴を持った遊技台を提供することができる。
【０２３８】
　また、球の流下速度を調節することができる場合がある。
【０２３９】
　また、遊技球が検出手段を通過する速度を調整し（例えば遊技球の速度を低下させて）
、検出手段を通過した遊技球の検出漏れを防ぐことができる場合がある。
【０２４０】
　第一の凸部や第二の凸部がない場合よりも、第一の凸部や第二の凸部がある場合のほう
が、遊技球の流下速度が遅くなる場合がある。
【０２４１】
　なお、本発明は、
　１．に記載の遊技台であって、
　前記第一の凸部の少なくとも一部は、前記第二の凸部の少なくとも一部と向かい合う位
置に、少なくとも設けられている、
ことを特徴とする遊技台、とする場合があり、
　この場合、遊技球の流下速度を調節することができる場合がある。
【０２４２】
　なお、前記第一の凸部の全部が前記第二の凸部の全部と向かい合う位置に、少なくとも
設けられていてもよく、
　前記第一の凸部の一部のみが前記第二の凸部の一部のみと向かい合う位置に、少なくと
も設けられていてもよい。
【０２４３】
　なお、前記第一の凸部を複数設け、前記第二の凸部を複数設け、
　前記複数の第一の凸部の少なくとも一つが前記複数の第二の凸部の少なくとも一つと向
かい合う位置に、少なくとも設けられていてもよく、
　前記複数の第一の凸部の全部が前記複数の第二の凸部の全部と向かい合う位置に、少な
くとも設けられていてもよく、
　前記複数の第一の凸部のいずれかのみが前記複数の第二の凸部のいずれかのみと向かい
合う位置に、少なくとも設けられていてもよい。
【０２４４】
　なお、球通路は、遊技盤に少なくとも設けられたものであってもよい。
【０２４５】
　なお、球通路は、遊技盤に少なくとも設けられていないものであってもよい。
【０２４６】
　また本発明は、
　２．
　１．に記載の遊技台であって、
　前記第一の凸部および前記第二の凸部のうちの少なくとも一方の凸部は、他方の凸部よ
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りも上流側に設けられている、
ことを特徴とする遊技台、としたので、
　遊技球の流下速度の調節をより行いやすくすることができる場合がある。
【０２４７】
　第一の凸部は第二の凸部と向かい合う位置には設けないようにしてもよい。
【０２４８】
　また本発明は、
　３．
　１．または２．に記載の遊技台であって、
　前記第一の凸部における前記第二の壁部に最も近い部位は、第一の部位であり、
　前記第二の凸部における前記第一の壁部に最も近い部位は、第二の部位であり、
　前記第一の壁部は、第三の面が少なくとも設けられたものであり、
　前記第二の壁部は、第四の面が少なくとも設けられたものであり、
　前記第一の部位は、前記第四の面と向かい合う位置に少なくとも設けられたものであり
、
　前記第二の部位は、前記第三の面と向かい合う位置に少なくとも設けられたものであり
、
　前記第一の部位は、前記第四の面から第一の距離に少なくとも位置するものであり、
　前記第二の面は、前記第三の面から第二の距離に少なくとも位置するものであり、
　前記第一の距離は、少なくとも遊技球の直径以上の距離であり、
　前記第二の距離は、少なくとも遊技球の直径以上の距離である、
ことを特徴とする遊技台、としたので、
　遊技球を流下させやすくすることができる場合がある。
【０２４９】
　また、球づまりを防ぐことができる場合がある。
【０２５０】
　なお、本発明は、
　３．に記載の遊技台であって、
　前記第一の凸部と前記第二の壁部との距離は、遊技球の直径以上であり、遊技球の（直
径＋半径）の距離よりも短い、
ことを特徴とする遊技台、とする場合があり（例えば、前記第一の凸部と前記第二の壁部
との距離を、遊技球の直径（11mm）＋1mm＝12mm幅にする場合があり）、
　この場合、球通路内の球づまりを防ぐことができる場合がある。
【０２５１】
　なお、前記第一の凸部と前記第二の壁部との距離は、遊技球の直径以上であり、遊技球
の直径＋半径の距離以下であってもよい。
【０２５２】
　なお、前記第一の凸部と前記第二の壁部との距離は、遊技球の直径以上であり、遊技球
2個分の距離以下であってもよい。
【０２５３】
　なお、前記第一の凸部と前記第二の壁部との距離は、遊技球の直径以上であり、遊技球
2個分の距離未満であってもよい。
【０２５４】
　また本発明は、
　４．
　１．乃至３．のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記球通路は、第三の開口部（例えば、開口部７００ｂ、開口部７００ｃ、７００ｄ、
開口部１７００ｂ、開口部５７００ｂ、開口部５７００ｃ、５７００ｄ、５７００ｅ、５
７００ｆ）が設けられたものであり、
　前記第三の開口部は、前記第一の開口部よりも下流側に少なくとも設けられたものであ
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り、
　前記第二の開口部は、遊技球を第一の領域（例えば、図１２または図３１に記載の軌道
ｃにおいて通過する領域）へ少なくとも誘導可能なものであり、
　前記第三の開口部は、遊技球を第二の領域（例えば、図１２または図３１に記載の軌道
ａまたは軌道ｂにおいて通過する領域）へ少なくとも誘導可能なものであり、
　前記検出手段は、前記第一の領域に少なくとも設けられているものである、
ことを特徴とする遊技台、としたので、
　遊技球の流下速度を調節することで、複数方向の開口部へ誘導させやすくすることがで
きる場合がある。
【０２５５】
　また、複数の開口部が設けられたことにより、遊技者を球通路へ進入した遊技球に注目
させることができる場合がある。
【０２５６】
　なお、本発明は、
　４．に記載の遊技台であって、
　前記第一の領域は前記第二の領域に含まれる領域である、
ことを特徴とする遊技台、とする場合があり、例えば、前記第二の領域が前記遊技領域で
ある場合がある。
【０２５７】
　なお、前記第一の領域は前記第二の領域と異なる領域である場合がある。
【０２５８】
　なお、遊技球が前記第一の領域に誘導された場合と前記第二の領域に誘導された場合と
で遊技者の有利度が異なる場合がある。例えば、前記遊技領域において前記第一の領域は
、前記検出手段から出た遊技球が、入賞口などが配置された遊技者にとって有利な領域へ
進入可能な領域であり、前記第二の領域は、前記検出手段から出た遊技球が遊技者にとっ
て不利な領域（例えばアウト口など）へ進入する領域である場合がある。
【０２５９】
　また本発明は、
　５．
　１．乃至４．のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記球通路は、第四の開口部が設けられたものであり、
　前記第四の開口部は、前記第一の開口部よりも下流側に少なくとも設けられたものであ
り、
　前記第二の開口部は、遊技球を第三の領域（例えば、図１２または図３１に記載の軌道
ｃにおいて通過する領域）へ少なくとも誘導可能なものであり、
　前記第四の開口部は、遊技球を第四の領域（例えば、図１２または図３１に記載の軌道
ａまたは軌道ｂにおいて通過する領域）へ少なくとも誘導可能なものであり、
　前記球通路は、遊技球が前記第三の領域へ第一の頻度で少なくとも進入可能であるよう
に少なくとも構成されており、
　前記球通路は、遊技球が前記第四の領域へ第二の頻度で少なくとも進入可能であるよう
に少なくとも構成されており、
　前記第一の頻度は、前記第二の頻度と少なくとも異なる頻度である、
ことを特徴とする遊技台、としたので、
　複数の開口部の進入頻度を異ならせることで、遊技者を球通路へ進入した遊技球に注目
させることができる場合がある。
【０２６０】
　第四の開口部と第三の開口部が同じであってもよい。
【０２６１】
　第三の領域と第一の領域が同じであってもよい。
【０２６２】
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　第四の領域と第二の領域が同じであってもよい。
【０２６３】
　第一の頻度は、第二の頻度よりも高い頻度であってもよい。
【０２６４】
　第二の頻度は、第一の頻度よりも高い頻度であってもよい。
【０２６５】
　第一の頻度は、第二の頻度と同じ頻度であってもよい。
【０２６６】
　なお、例えば、球通路ユニット７００においては、上ケース７０１とベース７０２の間
で球通路を形成しているが、本発明はこれに限られるものではなく、例えば、球通路ユニ
ット７００のベース７０２を省略した構造において、上ケース７０１と遊技盤２００の一
部との間で球通路を形成するものであってもよい。また、上ケース７０１と遊技盤２００
の遊技領域１２４を形成する遊技板との間で球通路を形成するものであってもよい。
【０２６７】
　この場合、球通路を形成する遊技盤２００の一部（または遊技盤２００の遊技領域１２
４を形成する遊技板）の、上ケース７０１と対向する面は、上ケース７０１の凸部に相対
する位置において凹んだ凹部を有していてもよい。
【０２６８】
　この場合、球通路を形成する遊技盤２００の一部（または遊技盤２００の遊技領域１２
４を形成する遊技板）の、上ケース７０１と対向する面は、上ケース７０１の凸部とずら
した位置において凹んだ凹部を有していてもよい。
【０２６９】
　また、球通路を形成する遊技盤２００の一部（または遊技盤２００の遊技領域１２４を
形成する遊技板）の、上ケース７０１と対向する面は、上ケース７０１の凸部の位置に関
わらずに凹んだ凹部を有していてもよい。
【０２７０】
　この場合、球通路を形成する遊技盤２００の一部（または遊技盤２００の遊技領域１２
４を形成する遊技板）の、上ケース７０１と対向する面は、上ケース７０１の凸部に相対
する位置において突出する凸部を有していてもよい。
【０２７１】
　この場合、球通路を形成する遊技盤２００の一部（または遊技盤２００の遊技領域１２
４を形成する遊技板）の、上ケース７０１と対向する面は、上ケース７０１の凸部とずら
した位置において突出する凸部を有していてもよい。
【０２７２】
　また、球通路を形成する遊技盤２００の一部（または遊技盤２００の遊技領域１２４を
形成する遊技板）の、上ケース７０１と対向する面は、上ケース７０１の凸部の位置に関
わらずに突出する凸部を有していてもよい。
【０２７３】
　また、球通路を形成する上ケース７０１の、遊技盤２００の一部（または遊技盤２００
の遊技領域１２４を形成する遊技板）と対向する面は、遊技盤２００の一部（または遊技
盤２００の遊技領域１２４を形成する遊技板）の凸部に相対する位置において凹んだ凹部
を有していてもよい。
【０２７４】
　また、球通路を形成する上ケース７０１の、遊技盤２００の一部（または遊技盤２００
の遊技領域１２４を形成する遊技板）と対向する面は、遊技盤２００の一部（または遊技
盤２００の遊技領域１２４を形成する遊技板）の凸部とずらした位置において凹んだ凹部
を有していてもよい。
【０２７５】
　また、球通路を形成する上ケース７０１の、遊技盤２００の一部（または遊技盤２００
の遊技領域１２４を形成する遊技板）と対向する面は、遊技盤２００の一部（または遊技



(33) JP 6014933 B2 2016.10.26

10

20

30

40

50

盤２００の遊技領域１２４を形成する遊技板）の凸部の位置に関わらずに凹んだ凹部を有
していてもよい。
【０２７６】
　また、球通路を形成する遊技盤２００の一部（または遊技盤２００の遊技領域１２４を
形成する遊技板）の凸部は、遊技盤２００の一部（または遊技盤２００の遊技領域１２４
を形成する遊技板）と一体に形成されるものであってもよく、遊技盤２００の一部（また
は遊技盤２００の遊技領域１２４を形成する遊技板）とは別の部材で形成される（例えば
部品が取り付けられる）ものであってもよい。
【０２７７】
　また、遊技盤は、
（１）遊技板
（２）基板（主基板、第１副基板、第２副基板など）が収容された基板ケース
（３）表示手段（液晶などの装飾図柄表示手段、特図表示手段、普図表示手段などのセグ
やランプなど）
（４）入賞口ユニット（アタッカー、一般入賞口、始動口など）
（５）始動領域（ゲート、普図始動口、特図１始動口、特図２始動口、電チューなど）
（６）方向変換部材（釘や風車など）
から構成されるものであってもよい。なお、遊技盤は、（１）～（６）の全てから構成さ
れてもよく、（１）～（６）のうちのいずれか１つ以上から構成されるものであってもよ
い。
【０２７８】
　また、遊技板は、
・少なくとも表面（遊技者から視認可能な面）に方向変換部材が配置されているものであ
ってもよい。
【０２７９】
　また、遊技板は、
・遊技領域が少なくとも設けられているものであってもよい。
【０２８０】
　また、遊技板は、
・遊技板の裏面に基板ケースが設置可能な領域（基板ケースを設置可能な部品の設置を含
む）が設けられていてもよい。
【０２８１】
　また、遊技板は、
・少なくとも表面（遊技者から視認可能な面）に表示手段が配置されているものであって
もよい。
【０２８２】
　また、遊技板は、
・少なくとも表面（遊技者から視認可能な面）に入賞口ユニットが配置されているもので
あってもよい。
【０２８３】
　また、遊技板は、
・少なくとも表面（遊技者から視認可能な面）に始動領域が配置されているものであって
もよい。
【０２８４】
　なお、本発明は、
　１．乃至５．のいずれか一項に記載の遊技台であって、
前記球通路を前記遊技盤の右側に設ける場合がある。この場合、球通路に誘導されるまで
に遊技球が釘と接触しない場合がある。また、球通路に誘導されるまでに遊技球が釘と接
触してもよい。
【０２８５】
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　なお、本発明は、
　１．乃至５．のいずれか一項に記載の遊技台であって、
前記球通路を前記遊技盤の左側に設ける場合がある。この場合、球通路に誘導されるまで
に遊技球が釘と少なくとも1回以上接触可能である場合がある。また、球通路に誘導され
るまでに遊技球が釘と接触しなくてもよい。
【０２８６】
　なお、本発明は、
　１．乃至５．のいずれか一項に記載の遊技台であって、
前記球通路を前記遊技盤の中央に設けてもよい。また、本発明は、球通路を装飾図柄表示
装置２０８（液晶表示装置２０８）の近傍に設けてもよい。
【０２８７】
　なお、本発明は、
　１．乃至５．のいずれか一項に記載の遊技台であって、
前記検出手段は、入球した場合に遊技球を一以上払出可能な入賞手段に設けられたもので
ある場合がある。また、前記検出手段は前記入賞手段への遊技球の入球を検出するもので
ある場合がある。入賞手段としては、例えば、一般入賞口２２６、第１特図始動口２３０
、第２特図始動口２３２、可変入賞口２３４（アタッカー）のいずれかである場合がある
。
【０２８８】
　なお、本発明は、
　１．乃至５．のいずれか一項に記載の遊技台であって、
前記検出手段は、始動口または始動領域を遊技球が通過したことを検出するものである場
合がある。始動口としては、例えば、第１特図始動口２３０、第２特図始動口２３２のい
ずれかである場合があり、始動領域としては、例えば、第１特図始動口２３０、第２特図
始動口２３２、普図始動口２２８（ゲート）のいずれかである場合がある。また、始動口
または始動領域は、遊技球が通過したことを契機に、変動遊技を開始可能な場合があり、
図柄の変動を開始可能な場合がある。
【０２８９】
　＜付記２＞
　なお、以上説明した本発明は、
　１．
　遊技球が進入可能な球通路（例えば、壁部７０８と壁部７０９と基部７０１ａと基部７
０２ａで形成される球通路、壁部７１０と壁部７１１と基部７０１ａと基部７０２ａで形
成される球通路、球通路２７００ｘ、球通路３７００ｘ、壁部５７０８と壁部５７０９と
基部５７０２ａと向かい合う位置にある基部と基部５７０２ａで形成される球通路、壁部
５７１０と壁部５７１１と基部５７０２ａと向かい合う位置にある基部と基部５７０２ａ
で形成される球通路）を備えた遊技台であって、
　前記球通路は、第一の壁部（例えば、基部７０２ａ、壁部２７００ｙ、壁部３７００ｙ
、基部５７０２ａと向かい合う位置の基部７０１ａ）が少なくとも設けられたものであり
、
　前記球通路は、第二の壁部（例えば、基部７０１ａ、壁部２７００ｚ、壁部３７００ｚ
、基部５７０２ａ）が少なくとも設けられたものであり、
　前記第一の壁部は、前記第二の壁部と向かい合う位置に少なくとも設けられたものであ
り、
　前記第一の壁部は、凸部（例えば、リブ７２８、リブ２７２８、リブ３７２８、基部５
７０２ａと向かい合う位置にある基部７０１ａに設けたリブ７２０）が少なくとも設けら
れたものであり、
　前記凸部における第一の面（例えば、リブ７２８の面のうち基部７０１ａと対向する面
、リブ２７２８の面のうち壁部２７００ｚと対向する面、リブ３７２８の面のうち壁部３
７００ｚと対向する面、基部５７０２ａと向かい合う位置にある基部７０１ａに設けたリ
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ブ７２０の面のうち基部５７０２ａと対向する面）は、前記第二の壁部と少なくとも向か
い合う面であり、
　前記第二の壁部における第二の面（例えば、基部７０１ａの背面、基部７０１ａのリブ
７２２の背面、基部７０１ａの凸部７１８の背面、壁部２７００ｚの内側の面、壁部３７
００ｚの内側の面、基部５７０２ａの背面）は、前記凸部と少なくとも向かい合う面であ
り、
　前記第一の面は、前記第二の面から第一の距離（例えば、図９（ｅ）の距離Ｌ４、図９
（ｆ）の距離Ｌ５、図９（ｇ）の距離Ｌ６、図２２（ａ）の距離Ｌ１２、図２３の距離Ｌ
１３、基部５７０２ａと向かい合う位置にある基部７０１ａに設けたリブ７２０の面のう
ち基部５７０２ａと対向する面から基部５７０２ａの背面までの距離）の位置に少なくと
も設けられた面であり、
　前記第一の距離は、少なくとも遊技球の直径以上の距離であり、
　前記凸部における第三の面（例えば、図１０の斜面７２８ａ、図２０の斜面２７２８ａ
、図２３の斜面３７２８ａ、基部５７０２ａと向かい合う位置にある基部７０１ａに設け
たリブ７２０の面のうち球通路中央から開口部５７００ｂに向けて下がる面）は、前記第
一の面に対して垂直な位置に少なくとも設けられた面であり、
　前記第三の面は、斜面（例えば、図１０の球通路中央から開口部７００ｂに向けて下が
る斜面７２８ａ、図２０の球通路中央から開口部２７００ｂに向けて下がる斜面２７２８
ａ、図２３の球通路中央から開口部３７００ｂに向けて下がる斜面３７２８ａ、基部５７
０２ａと向かい合う位置にある基部７０１ａに設けたリブ７２０の面のうち球通路中央か
ら開口部５７００ｂに向けて下がる面）である、
ことを特徴とする遊技台、としたので、
　球通路に特徴を持った遊技台を提供することができる。
【０２９０】
　また、遊技球の誘導方向を調節することができる場合がある。
【０２９１】
　なお、本発明は、
　１．に記載の遊技台であって、
　前記第一の距離は、遊技球の直径以上であり、遊技球の（直径＋半径）の距離よりも短
い、
ことを特徴とする遊技台、とする場合があり（例えば、前記第一の距離を、遊技球の直径
（11mm）＋1mm＝12mm幅にする場合があり）、
　この場合、球通路内の球づまりを防ぐことができる場合がある。
【０２９２】
　なお、前記第一の距離は、遊技球の直径以上であり、遊技球の直径＋半径の距離以下で
あってもよい。
【０２９３】
　なお、前記第一の距離は、遊技球の直径以上であり、遊技球2個分の距離以下であって
もよい。
【０２９４】
　なお、前記第一の距離は、遊技球の直径以上であり、遊技球2個分の距離未満であって
もよい。
【０２９５】
　また、本発明は、
　１．に記載の遊技台であって、
　前記第一の壁部から前記第一の面までの距離（例えば、リブ７２８の高さ）は第三の距
離であり、
　前記第三の距離は、前記第一の壁部から前記第一の壁部に設けられた他の凸部（例えば
、第二の凸部（例えば、凸部７２５）、第四の凸部（例えば、リブ７１２））の第二の壁
部と向かいあう面までの距離（例えば、凸部７２５の高さ、リブ７１２の高さ）よりも短
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い、
ことを特徴とする遊技台、としたので、
　球づまりを防ぐことができる場合がある。
【０２９６】
　また、本発明は、
　１．に記載の遊技台であって、
　前記第一の壁部から前記第一の壁部に設けられた第二の凸部（例えば、凸部７２５）の
第二の壁部と向かいあう面までの距離（例えば、凸部７２５の高さ）は、
　前記第一の壁部から前記第一の壁部に設けられた第四の凸部（例えば、リブ７１２）の
第二の壁部と向かいあう面までの距離（例えば、リブ７１２の高さ）よりも短い、
ことを特徴とする遊技台、としたので、
　球づまりを防ぐことができる場合がある。
【０２９７】
　また、本発明は、
　１．に記載の遊技台であって、
　前記球通路は、第三の開口部が設けられており、前記第三の開口部は前記球通路内の遊
技球を該球通路の外側へ排出可能なものである、場合があり、
　前記球通路において、前記球通路内を流下した遊技球を該球通路の外側へ排出可能な開
口部は一つのみである、場合があり、
　前記第三の開口部は、前記第一の面の下端よりも上流側に少なくとも設けられたもので
ある、場合があり、
　前記第三の開口部は、前記第一の面の下端よりも下流側に設けられていてもよい場合が
ある。
【０２９８】
　なお、前記第三の開口部は、２．に後述する第一の開口部または第二の開口部のいずれ
かの開口部と同じであってもよい。また、前記第三の開口部は、前記第一の開口部とは異
なる開口部であってもよい。また、前記第三の開口部は、前記第二の開口部と異なる開口
部であってもよい。
【０２９９】
　また、本発明は、
　１．に記載の遊技台であって、
　前記球通路は、第四の開口部が少なくとも設けられており、前記第四の開口部は前記遊
技領域を流下した遊技球が進入可能なものである、場合があり、
　前記球通路において、前記遊技領域を流下した遊技球が進入可能な開口部は一つのみで
ある（例えば、前記第四の開口部（例えば、開口部７００ａ））場合があり、
　前記第四の開口部は、前記第一の面の下端よりも上流側に少なくとも設けられたもので
ある、場合があり、
　前記第三の開口部は、前記第一の面の下端よりも下流側に設けられていてもよい、場合
がある。
【０３００】
　なお、図７に示した例においては、リブ７２８の側方の開口部７００ｂ、７００ｃから
球通路ユニット７００内に遊技球が進入し、普図始動口２２８を通過可能な場合がある。
【０３０１】
　また、本発明は、
　１．に記載の遊技台であって、
　前記球通路は、第五の開口部と第六の開口部が少なくとも設けられており、前記第五の
開口部は前記遊技領域を流下した遊技球が進入可能なものである、場合があり、
　前記球通路において、前記遊技領域を流下した遊技球が進入可能な開口部は少なくとも
複数設けられている（例えば、第五の開口部（例えば、開口部５７００ａ）、第六の開口
部（例えば、開口部５７００ｅ））、場合があり、
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　前記第五の開口部は、前記第一の面の下端よりも上流側に少なくとも設けられたもので
ある、場合があり、
　前記第六の開口部は、前記第一の面の下端よりも下流側に少なくとも設けられたもので
ある、場合がある。
【０３０２】
　なお、前記第五の開口部は、前記第一の面の下端よりも下流側に少なくとも設けられた
ものである、場合があり、
　前記第六の開口部は、前記第一の面の下端よりも上流側に少なくとも設けられたもので
ある、場合がある。
【０３０３】
　なお、前記第五の開口部は、前記第一の面の下端よりも下流側に少なくとも設けられた
ものである、場合があり、
　前記第六の開口部は、前記第一の面の下端よりも下流側に少なくとも設けられたもので
ある、場合がある。
【０３０４】
　なお、前記第五の開口部は、前記第一の面の下端よりも上流側に少なくとも設けられた
ものである、場合があり、
　前記第六の開口部は、前記第一の面の下端よりも上流側に少なくとも設けられたもので
ある、場合がある。
【０３０５】
　また、前記第五の開口部の配置位置は、前記第六の開口部の配置位置よりも上流側であ
る、場合があり、
　前記第五の開口部の配置位置は、前記第六の開口部の配置位置よりも下流側である、場
合があり、
　前記第五の開口部の配置位置は、前記第六の開口部の配置位置よりも上流側である、場
合がある。
【０３０６】
　また、前記第五の開口部と前記第六の開口部は同じ高さとなる位置に配置されている場
合がある。この場合、前記第五の開口部と前記第六の開口部は、例えば、向かいあう壁部
に設けられている場合や、隣り合う壁部に設けられている場合がある。
【０３０７】
　なお、前記球通路において、前記遊技領域を流下した遊技球が進入可能な開口部は二つ
以上設けられている場合があり、
　また、前記球通路において、前記遊技領域を流下した遊技球が進入可能な開口部は二つ
だけ設けられている場合があり、
　また、前記球通路において、前記遊技領域を流下した遊技球が進入可能な開口部は三つ
以上設けられている場合があり、
　また、前記球通路において、前記遊技領域を流下した遊技球が進入可能な開口部は三つ
だけ設けられている場合がある。
【０３０８】
　また、前記第五の開口部または前記第六の開口部のいずれかが、前記第四の開口部と同
じ開口部である場合があり、前記第五の開口部および前記第六の開口部の両方ともが前記
第四の開口部と異なる開口部である場合があり、前記第五の開口部または前記第六の開口
部の一方が前記第四の開口部と異なる開口部である場合がある。
【０３０９】
　また本発明は、
　２．
　１．に記載の遊技台であって、
　前記球通路は、第一の開口部（例えば、開口部７００ｂ）が少なくとも設けられたもの
であり、
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　前記球通路は、第二の開口部（例えば、開口部７００ｃ）が少なくとも設けられたもの
であり、
　前記第一の開口部は、前記球通路内の遊技球を該球通路の外側へ排出可能なものであり
、
　前記第二の開口部は、前記球通路内の遊技球を該球通路の外側へ排出可能なものであり
、
　前記第一の開口部は、前記第一の面の下端よりも上流側に少なくとも設けられたもので
ある、
ことを特徴とする遊技台、としたので、
　遊技球を第一の開口部側へ誘導しやすくすることができる場合がある。
【０３１０】
　また、第二の開口部側にも遊技球が誘導されるように調節することができる場合がある
。
【０３１１】
　また、本発明は、
　２．に記載の遊技台であって、
　前記球通路は、第四の開口部が少なくとも設けられており、前記第四の開口部は前記遊
技領域を流下した遊技球が進入可能なものである、場合があり、
　前記球通路において、前記遊技領域を流下した遊技球が進入可能な開口部は一つのみで
ある（例えば、前記第四の開口部（例えば、開口部７００ａ））場合があり、
　前記第四の開口部は、前記第一の面の下端よりも上流側に少なくとも設けられたもので
ある、場合があり、
　前記第三の開口部は、前記第一の面の下端よりも下流側に設けられていてもよい、場合
がある。
【０３１２】
　なお、図７に示した例においては、リブ７２８の側方の開口部７００ｂ、７００ｃから
球通路ユニット７００内に遊技球が進入し、普図始動口２２８を通過可能な場合がある。
【０３１３】
　また、本発明は、
　２．に記載の遊技台であって、
　前記球通路は、第五の開口部と第六の開口部が少なくとも設けられており、前記第五の
開口部は前記遊技領域を流下した遊技球が進入可能なものである、場合があり、
　前記球通路において、前記遊技領域を流下した遊技球が進入可能な開口部は少なくとも
複数設けられている（例えば、第五の開口部（例えば、開口部５７００ａ）、第六の開口
部（例えば、開口部５７００ｅ））、場合があり、
　前記第五の開口部は、前記第一の面の下端よりも上流側に少なくとも設けられたもので
ある、場合があり、
　前記第六の開口部は、前記第一の面の下端よりも下流側に少なくとも設けられたもので
ある、場合がある。
【０３１４】
　なお、前記第五の開口部は、前記第一の面の下端よりも下流側に少なくとも設けられた
ものである、場合があり、
　前記第六の開口部は、前記第一の面の下端よりも上流側に少なくとも設けられたもので
ある、場合がある。
【０３１５】
　なお、前記第五の開口部は、前記第一の面の下端よりも下流側に少なくとも設けられた
ものである、場合があり、
　前記第六の開口部は、前記第一の面の下端よりも下流側に少なくとも設けられたもので
ある、場合がある。
【０３１６】
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　なお、前記第五の開口部は、前記第一の面の下端よりも上流側に少なくとも設けられた
ものである、場合があり、
　前記第六の開口部は、前記第一の面の下端よりも上流側に少なくとも設けられたもので
ある、場合がある。
【０３１７】
　また、前記第五の開口部の配置位置は、前記第六の開口部の配置位置よりも上流側であ
る、場合があり、
　前記第五の開口部の配置位置は、前記第六の開口部の配置位置よりも下流側である、場
合があり、
　前記第五の開口部の配置位置は、前記第六の開口部の配置位置よりも上流側である、場
合がある。
【０３１８】
　また、前記第五の開口部と前記第六の開口部は同じ高さとなる位置に配置されている場
合がある。この場合、前記第五の開口部と前記第六の開口部は、例えば、向かいあう壁部
に設けられている場合や、隣り合う壁部に設けられている場合がある。
【０３１９】
　なお、前記球通路において、前記遊技領域を流下した遊技球が進入可能な開口部は二つ
以上設けられている場合があり、
　また、前記球通路において、前記遊技領域を流下した遊技球が進入可能な開口部は二つ
だけ設けられている場合があり、
　また、前記球通路において、前記遊技領域を流下した遊技球が進入可能な開口部は三つ
以上設けられている場合があり、
　また、前記球通路において、前記遊技領域を流下した遊技球が進入可能な開口部は三つ
だけ設けられている場合がある。
【０３２０】
　また、前記第五の開口部または前記第六の開口部のいずれかが、前記第四の開口部と同
じ開口部である場合があり、前記第五の開口部および前記第六の開口部の両方ともが前記
第四の開口部と異なる開口部である場合があり、前記第五の開口部または前記第六の開口
部の一方が前記第四の開口部と異なる開口部である場合がある。
【０３２１】
　また本発明は、
　１．または２．に記載の遊技台であって、
　前記第一の壁部は、第六の凸部が少なくとも設けられたものであり、
　前記第六の凸部は、前記第一の凸部よりも上流側に設けられたものであり、
　前記第六の凸部は、第七の面が少なくとも設けられたものであり、
　前記第七の面は、前記第二の面と向かいあう位置に設けられた面であり、
　前記第七の面は、前記第二の面から第四の距離の位置に設けられたものであり、
　前記第四の距離は、少なくとも遊技球の直径以上の距離であり、
　前記第七の面の上端の長さは、遊技球の半径よりも少なくとも長いものである、場合が
あり、
　前記第六の凸部は、前記第一の壁部における前記第一の面の上端側に設けられたもので
ある、場合があり、
　前記第六の凸部は前記第二の凸部である場合があり、
　前記第六の凸部は前記第二の凸部と異なる凸部である場合があり、
　前記第七の面の上端の長さは、遊技球の直径よりも少なくとも長いものである、場合が
あり、
　前記第七の面の上端の長さは、前記球通路の向かい合う側面の配置距離（例えば、壁部
と壁部の間の距離）と同じ長さであってもよい、場合があり、
　前記第六の凸部の長さは、遊技球の直径よりも少なくとも長いものである、場合があり
、
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　前記第六の凸部の長さは、前記球通路の向かい合う側面の配置距離（例えば、壁部と壁
部の間の距離）と同じ長さであってもよい、場合がある。
【０３２２】
　また本発明は、
　３．
　１．または２．に記載の遊技台であって、
　前記凸部とは、第一の凸部のことであり、
　前記第一の壁部は、第二の凸部（例えば、凸部７２５）が少なくとも設けられたもので
あり、
　前記第二の凸部は、前記第一の凸部よりも上流側に設けられたものであり、
　前記第二の凸部は、第四の面が少なくとも設けられたものであり、
　前記第四の面は、前記第二の面と向かいあう位置に設けられた面であり、
　前記第四の面は、前記第二の面から第二の距離の位置に設けられたものであり、
　前記第二の距離は、少なくとも遊技球の直径以上の距離であり、
　前記第四の面の上端の長さは、遊技球の直径よりも少なくとも短いものであり、
　前記第二の凸部は、前記第一の壁部における前記第一の面の上端側に設けられたもので
ある、
ことを特徴とする遊技台、としたので、
　遊技球の誘導方向をより調整しやすくすることができる場合がある。
【０３２３】
　また本発明は、
　３．に記載の遊技台であって、
　前記第二の凸部の長さは遊技球の半径よりも少なくとも短いものである、場合がある。
【０３２４】
　また本発明は、
　１．乃至３．のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第二の面は、第七の凸部が設けられたものであり、
　前記第七の凸部の一部は前記第一の面と少なくとも向かい合わない位置に設けられてい
場合があり、
　前記第七の凸部は、４．に後述する第三の凸部であってもよく、前記第七の凸部が前記
第三の凸部と異なる凸部であってもよい、場合があり、
　前記第一の壁部から前記第七の凸部までの距離は、遊技球の直径以上であってもよい場
合があり、
　前記第七の凸部の全部は前記第一の面と向かい合わない位置に設けられてい場合があり
、
　前記第七の凸部の一部のみが前記第一の面と向かい合わない位置に設けられてい場合が
ある。
【０３２５】
　また本発明は、
　４．
　１．乃至３．のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第二の面は、第三の凸部（例えば、凸部７１８）が設けられたものであり、
　前記第三の凸部は、第五の面が少なくとも設けられたものであり、
　前記第五の面の少なくとも一部は、前記第一の面の少なくとも一部と向かい合う位置に
、少なくとも設けられたものである、
ことを特徴とする遊技台、としたので、
　前記第五の面に接触した遊技球を凸部方向へ誘導させ、凸部が誘導したい方向へ遊技球
を誘導させやすくすることができる場合がある。
【０３２６】
　前記第五の面から向かい合う第一の面までの距離は、少なくとも遊技球の直径以上の距
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離である場合がある。
【０３２７】
　また本発明は、
　１．乃至４．のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の壁部は、第八の凸部が少なくとも設けられたものであり、
　前記第八の凸部は、前記第一の面の下端よりも下側に設けられたものであり、
　前記第八の凸部は、第八の面が設けられたものであり、
　前記第八の面は、前記第二の面と向かい合う位置に設けられたものであり、
　前記第八の面は、斜面を少なくとも有する面である場合があり、
　前記第八の凸部は、５．に後述する第四の凸部であってもよく、前記第八の凸部が前記
第四の凸部と異なる凸部であってもよい、場合があり、
　前記第八の面は、斜面を少なくとも有しない面である場合があり、
　前記第八の凸部は、前記第一の面と同じ位置に設けられたものである、場合がある。
【０３２８】
　また本発明は、
　５．
　１．乃至４．のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の壁部は、第四の凸部（例えば、リブ７１２）が少なくとも設けられたもので
あり、
　前記第四の凸部は、前記第一の面の下端よりも上側に設けられたものであり、
　前記第四の凸部は、第六の面が設けられたものであり、
　前記第六の面は、前記第二の面と向かい合う位置に設けられたものであり、
　前記第六の面は、斜面を少なくとも有する面である、
ことを特徴とする遊技台、としたので、
　遊技球を誘導させたくない方へ凸部を設けることで、より遊技球を誘導させたい方向へ
誘導させるように調節することができる場合がある。
【０３２９】
　また本発明は、
　１．乃至５．のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記凸部（例えば、リブ７２８）の下端に近い側壁部（例えば、壁部７０９）の端部が
、前記凸部の上端に近い側壁部（例えば、壁部７０８）の端部よりも上に設けられている
場合があり、
　端部（例えば、壁部７０９の下端部、壁部７０８の下端部）は斜面を有していてもよく
、
　端部（例えば、壁部７０９の下端部、壁部７０８の下端部）は斜面を有していなくても
よい。
【０３３０】
　＜付記３＞
　なお、以上説明した本発明は、
　１．
　遊技球が進入可能な球通路（例えば、壁部７０８と壁部７０９と基部７０１ａと基部７
０２ａで形成される球通路、壁部７１０と壁部７１１と基部７０１ａと基部７０２ａで形
成される球通路、球通路４７００ｘ）を備えた遊技台であって、
　前記球通路は、第一の壁部（例えば、壁部７０８、壁部７０９、壁部７１０、壁部７１
１、壁部４７０４）が少なくとも設けられたものであり、
　前記球通路は、第二の壁部（例えば、壁部７０９、壁部７０８、壁部７１１、壁部７１
０、壁部４７０５）が少なくとも設けられたものであり、
　前記球通路は、第三の壁部（例えば、壁部７０４、壁部７０５、壁部７０６、壁部７０
７、壁部４７０８）が少なくとも設けられたものであり、
　前記第一の壁部は、前記第二の壁部と向かい合う位置に少なくとも設けられたものであ
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り、
　前記第三の壁部は、前記第二の壁部と向かい合う位置に少なくとも設けられたものであ
り、
　前記第一の壁部は、前記第三の壁部よりも内側に少なくとも設けられたものであり、
　前記第一の壁部の少なくとも一部は、前記第三の壁部の少なくとも一部と重なる位置に
、少なくとも設けられたものである、
ことを特徴とする遊技台、としたので、
　球通路に特徴を持った遊技台を提供することができる。
【０３３１】
　また、球通路ユニットの強度を高め、破損を防ぐことができる場合がある。
【０３３２】
　また、遊技球が接触しやすい壁部を補強し、一方が破損した場合であっても球通路とし
て機能させることができる場合がある。
【０３３３】
　また、本発明は、
　１．に記載の遊技台であって、
　前記第一の壁部の一部のみが前記第三の壁部の全部と重なる場合があり、
　前記第一の壁部の全部が前記第三の壁部の一部のみと重なる場合があり、
　前記第一の壁部の一部のみが前記第三の壁部の一部のみと重なる場合があり、
　前記第一の壁部の全部が前記第三の壁部の全部と重なる場合がある。
【０３３４】
　また、本発明は、
　１．に記載の遊技台であって、
　前記第一の壁部は遊技球と接触しない位置に設けられている場合があり、
　前記第一の壁部以外の壁部が遊技球と接触する場合があり、
　前記第一の壁部は前記第三の壁部と第四の壁部の間に設けられた壁部である場合があり
、
　前記第一の壁部と前記第三の壁部の間の距離は遊技球の直径未満である場合があり、
　前記第一の壁部と前記第四の壁部の間の距離は遊技球の直径未満である場合があり、
　２．に後述する第一の面は遊技球を上流へ誘導可能なものである場合がある。
【０３３５】
　また本発明は、
　２．
　１．に記載の遊技台であって、
　前記第一の壁部における第一の面（例えば、面７０８ｘ、面７０９ｘ、面７１０ｘ、面
７１１ｘ、面４７０４ｘ）は、前記球通路へ進入した遊技球を下流へ少なくとも誘導可能
なものである、
ことを特徴とする遊技台、としたので、
　球通路に特徴を持った遊技台を提供することができる。
【０３３６】
　また、球通路ユニットの強度を高め、破損を防ぐことができる場合がある。
【０３３７】
　また、遊技球が接触しやすい壁部を補強し、一方が破損した場合であっても球通路とし
て機能させることができる場合がある。
【０３３８】
　また、本発明は、
　１．または２．に記載の遊技台であって、
　前記第一の壁部は第四の面（例えば、面７０８ｙ、面７０９ｙ、面７１０ｙ、面７１１
ｙ、面４７０４ｙ）が設けられており、前記第三の壁部は前記第四の面と向かい合う第五
の面（例えば、面７０４ｘ、面７０５ｘ、面７０６ｘ、面７０７ｘ、面４７０８ｘ）が設
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けられており、前記第四の面から前記第五の面までの距離は第三の距離（例えば、面７０
８ｙから面７０４ｘまでの距離、面７０９ｙから面７０５ｘまでの距離Ｌ７、面７１０ｙ
から面７０６ｘまでの距離、面７１１ｙから面７０７ｘまでの距離、面４７０４ｙから面
４７０８ｘまでの距離）であり、
　前記第四の面は、３．に後述する第二の面である場合があり、前記第四の面は、前記第
二の面とは異なる場合があり、前記第五の面は、３．に後述する第三の面である場合があ
り、前記第五の面は、前記第三の面とは異なる場合があり、
　前記第三の距離は、少なくとも遊技球の直径以下の距離である場合があり、
　前記第三の距離は、少なくとも遊技球の直径以上の距離である場合があり、
　前記第三の距離は、少なくとも遊技球の直径よりも大きい距離である場合があり、
　前記第一の壁部と前記第三の壁部の間は、遊技球が進入可能である場合があり、
　前記第一の壁部と前記第三の壁部の間には、遊技球は進入できないものである場合があ
り、
　前記第一の壁部の少なくとも一部と前記第三の壁部の少なくとも一部は接触している場
合があり、
　前記第一の壁部の少なくとも一部と前記第三の壁部の全部が接触している場合があり、
　前記第一の壁部の全部と前記第三の壁部の少なくとも一部が接触している場合があり、
　前記第一の壁部の全部と前記第三の壁部の全部が接触している場合がある。
【０３３９】
　また本発明は、
　３．
　１．または２．に記載の遊技台であって、
　前記第一の壁部における第二の面（例えば、面７０８ｙ、面７０９ｙ、面７１０ｙ、面
７１１ｙ、面４７０４ｙ）は、前記第三の壁部における第三の面（例えば、面７０４ｘ、
面７０５ｘ、面７０６ｘ、面７０７ｘ、面４７０８ｘ）と少なくとも向かい合う位置に設
けられたものであり、
　前記第二の面は、前記第三の面から第一の距離（例えば、面７０８ｙから面７０４ｘま
での距離、面７０９ｙから面７０５ｘまでの距離Ｌ７、面７１０ｙから面７０６ｘまでの
距離、面７１１ｙから面７０７ｘまでの距離、面４７０４ｙから面４７０８ｘまでの距離
）の位置に設けられたものであり、
　前記第一の距離は、少なくとも遊技球の直径よりも短い距離である、
ことを特徴とする遊技台、としたので、
　遊技球が内側の壁部（例えば第一の壁部）へ接触した時の振動を、重なっている外側の
壁部（例えば第三の壁部）へ伝えにくくし、外側の壁部の破損を防ぐことができる場合が
ある。
【０３４０】
　また、本発明は、
　３．に記載の遊技台であって、
　前記第一の距離は、少なくとも遊技球の半径よりも短い距離である場合があり、
　前記第一の距離は、少なくとも遊技球の半径以下の距離である場合があり、
　前記第一の距離は、壁部の厚み以下である場合があり、
　前記第一の距離は、壁部の厚みよりも短い距離である場合がある。
【０３４１】
　また、本発明は、
　１．乃至３．のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技領域を流下した遊技球が進入可能な開口部側である入口側は、前記第一の壁部
と前記第三の壁部が重なっていない場合がある。
【０３４２】
　また本発明は、
　４．
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　１．乃至３．のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記球通路は、第一の開口部（例えば、開口部７００ａ、開口部４７００ａ）が少なく
とも設けられたものであり、
　前記球通路は、第二の開口部（例えば、開口部７００ｄ、開口部４７００ｂ）が少なく
とも設けられたものであり、
　前記第一の開口部は、前記第二の開口部よりも上流側に設けられたものであり、
　前記第一の壁部における前記第三の壁部と重なる壁部は、第四の壁部（例えば、壁部７
０８と壁部７０４が重なっている部分の壁部）であり、
　前記第四の壁部は、前記第一の開口部の近くに少なくとも設けられたものである、
ことを特徴とする遊技台、としたので、
　一方の壁部が破損した場合であっても、球通路へ進入した遊技球を球通路の下流へ誘導
させることができる場合がある。
【０３４３】
　また本発明は、
　４．に記載の遊技台であって、
　前記第一の開口部は、前記遊技領域を流下した遊技球が進入可能な開口部である場合が
あり、
　前記第二の開口部は、前記球通路内の遊技球を該球通路の外へ排出可能な開口部である
場合があり、
　前記第二の開口部は、前記遊技領域を流下した遊技球が進入可能な開口部である場合が
あり、
　前記第一の開口部は、前記球通路内の遊技球を該球通路の外へ排出可能な開口部である
場合があり、
　前記第一の開口部および前記第二の開口部の両方が、前記遊技領域を流下した遊技球が
進入可能な開口部である場合がある。
【０３４４】
　また、本発明は、
　１．乃至４．のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記球通路内の遊技球を該球通路の外へ排出可能な開口部側である出口側は、前記第一
の壁部と前記第三の壁部が重なっていない場合があり、
　　前記遊技領域を流下した遊技球が進入可能な開口部側である入口側、および前記球通
路内の遊技球を該球通路の外へ排出可能な開口部側である出口側の両側は、前記第一の壁
部と前記第三の壁部が重なっていない場合がある。
【０３４５】
　また本発明は、
　５．
　１．乃至４．のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記球通路は、第三の開口部（例えば、開口部７００ａ、開口部４７００ａ）が少なく
とも設けられたものであり、
　前記球通路は、第四の開口部（例えば、開口部７００ｄ、開口部４７００ｂ）が少なく
とも設けられたものであり、
　前記第三の開口部は、前記第四の開口部よりも上流側に設けられたものであり、
　前記第一の壁部における前記第三の壁部と重なる壁部は、第五の壁部（例えば、壁部７
０８と壁部７０４が重なっている部分の壁部）であり、
　前記第五の壁部は、前記第四の開口部の近くに少なくとも設けられたものである、
ことを特徴とする遊技台、としたので、
　一方の壁部が破損した場合であっても、球通路内の遊技球を球通路の外側へ誘導させる
ことができる場合がある。
【０３４６】
　また本発明は、
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　５．に記載の遊技台であって、
　前記第三の開口部は、遊技領域を流下した遊技球が進入可能な開口部である場合があり
、
　前記第四の開口部は、球通路内の遊技球を球通路の外へ排出可能な開口部である場合が
あり、
　前記第四の開口部は、遊技領域を流下した遊技球が進入可能な開口部である場合があり
、
　前記第三の開口部は、球通路内の遊技球を球通路の外へ排出可能な開口部である場合が
あり、
　前記第三の開口部および前記第四の開口部の両方が、前記遊技領域を流下した遊技球が
進入可能な開口部である場合があり、
　前記第一の開口部と前記第三の開口部が同じ開口部である場合があり、
　前記第一の開口部と前記第三の開口部が異なる開口部である場合があり、
　前記第二の開口部と前記第四の開口部が同じ開口部である場合があり、
　前記第二の開口部と前記第四の開口部が異なる開口部である場合があり、
　また本発明は、
　１．乃至５．のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記球通路は、第一の部品と第二の部品から少なくとも構成されているものであり、
　前記第一の部品に前記第二の壁部と前記第三の壁部が設けられており且つ前記第二の部
品に前記第一の壁部が設けられている場合があり、
　前記第一の部品に前記第一の壁部と前記第三の壁部が設けられており且つ前記第二の部
品に前記第二の壁部が設けられている場合があり、
　前記第一の部品に前記第一の壁部と前記第二の壁部が設けられており且つ前記第二の部
品に前記第三の壁部が設けられている場合があり、
　前記第一の部品に第六の壁部が設けられており且つ前記第二の部品に第七の壁部と第八
の壁部が設けられている場合があり、
　前記第七の壁部と前記第八の壁部は向かい合う位置に配置されている場合があり、
　前記第六の壁部は前記第一の壁部または前記第三の壁部に含まれる壁部である場合があ
り、。
【０３４７】
　前記第六の壁部は前記第一の壁部および／または前記第三の壁部と異なる壁部である場
合があり、
　前記第七の壁部または前記第八の壁部は前記第二の壁部に含まれる壁部である場合があ
り、
　前記第七の壁部および／または前記第八の壁部は前記第二の壁部と異なる壁部である場
合があり、
　前記第七の壁部は、前記第八の壁部よりも内側に少なくとも設けられたものである場合
があり、
　前記第八の壁部は、前記第七の壁部よりも内側に少なくとも設けられたものである場合
がある。
【０３４８】
　　＜付記４＞
　なお、以上説明した本発明は、
　１．
　第一の部品（例えば、基部７０１ａ、部品８０１）と、
　第二の部品（例えば、壁部７１０、凸部７２６、壁部７１１、部品８０２）と、
　第三の部品（例えば、基部７０２ａ、部品８０３）と、
を備えた遊技台であって、
　前記第一の部品は、前記第二の部品よりも前側に設けられたものであり、
　前記第二の部品は、前記第三の部品よりも前側に設けられたものであり、
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　前記第三の部品は、工具を挿入可能な孔（例えば、ネジ孔７１３、ネジ孔８０４）が設
けられたものであり、
　前記第一の部品は、切欠き部（例えば、切欠き部７１４、切欠き部１７１４、切欠き部
２７１４、切欠き部３７１４、切欠き部８０１ａ）が設けられたものであり、
　前記切欠き部は、前記第二の部品の少なくとも一部を第一の方向（例えば、遊技者側、
工具の挿入方向）から少なくとも視認しやすいものであり、
　前記切欠き部は、前記孔を前記第一の方向から視認しやすいものであり、
　前記切欠き部は、前記工具を少なくとも挿入可能なものである、
ことを特徴とする遊技台、としたので、
　切欠き部を有する部品に特徴を持った遊技台を提供することができる。
【０３４９】
　また、工具を挿入しながら、第二の部品を確認することができ、メンテナンス性を向上
させることができる場合がある。
【０３５０】
　また本発明は、
　１．に記載の遊技台であって、
　特定の方向（例えば、遊技者側）から見た場合に前記孔の全体を視認可能である場合が
あり、
　前記切欠き部の少なくとも一部に覆われるように前記孔が設けられている場合があり、
　前記切欠き部の全部に覆われるように前記孔が設けられている場合があり、
　特定の方向から見た場合に前記孔の一部を視認可能である場合がある。
【０３５１】
　また本発明は、
　１．に記載の遊技台であって、
　前記第一の部品は前記第二の部品を隠さない場合があり、
　前記切欠き部に囲まれた部分に前記第二の部品が設けられている場合がある。
【０３５２】
　また本発明は、
　２．
　１．に記載の遊技台であって、
　前記第一の部品の少なくとも一部は、前記第二の部品の少なくとも一部と重なる位置に
、少なくとも設けられているものである、
ことを特徴とする遊技台、としたので、
　切欠き部を有する部品に特徴を持った遊技台を提供することができる。
【０３５３】
　また、工具を挿入しながら、第二の部品を確認することができ、メンテナンス性を向上
させることができる場合がある。
【０３５４】
　また本発明は、
　１．または２．に記載の遊技台であって、
　前記第一の部品は、前記第三の部品を隠さない場合があり、
　前記切欠き部に囲まれた部分に前記第三の部品が設けられている場合がある。
【０３５５】
　また本発明は、
　３．
　１．または２．に記載の遊技台であって、
　前記第一の部品の少なくとも一部は、前記第三の部品の少なくとも一部と重なる位置に
、少なくとも設けられているものである、
ことを特徴とする遊技台、としたので、
　工具の挿入位置を目立たせ、メンテナンス性を向上させることができる場合がある。
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【０３５６】
　また本発明は、
　４．
　１．乃至３．のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の方向は、前記工具の挿入方向である、
ことを特徴とする遊技台、としたので、
　工具を挿入しながら、孔の位置と第二の部品を確認することができ、メンテナンス性を
向上させることができる場合がある。
【０３５７】
　また本発明は、
　５．
　１．乃至４．のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第二の部品は、第一の面（例えば、面７１０ｙ、面８０２ａ）が少なくとも設けら
れているものであり、
　前記第一の面は、前記孔に最も近い位置に設けられた面であり、
　前記孔における前記第一の面に最も近い位置は、第一の位置（例えば、位置７１３ａ、
位置８０４ａ）であり、
　前記第一の面における前記第一の位置から最も短い距離は、第一の距離（例えば、距離
Ｌ２０、距離Ｌ２１）であり、
　前記第一の距離は、前記孔に挿入した前記工具が前記第二の部品と少なくとも接触しな
い距離である、
ことを特徴とする遊技台、としたので、
　工具の操作中に第二の部品へ接触することを防ぎ、メンテナンス性を向上させることが
できる場合がある。
【０３５８】
　また本発明は、
　前記第一の部品、前記第二の部品、および前記第三の部品のいずれか２つまたは全てが
一体形成されていてもよい。
【０３５９】
　なお、第四の部品が設けられてもよい。
【０３６０】
　なお、前記第四の部品は前記孔から視認困難であってもよく、視認しやすいものであっ
てもよい。
【０３６１】
　また、本発明は、前記第三の部品に前記孔が設けられたものに限られるものではなく、
　例えば、本発明は、
　第一の部品（例えば、基部７０１ａ、部品８０１）と、
　第二の部品（例えば、壁部７１０、凸部７２６、壁部７１１、部品８０２）と、
　第三の部品（例えば、基部７０２ａ、部品８０３）と、
を備えた遊技台であって、
　前記第一の部品は、前記第二の部品よりも前側に設けられたものであり、
　前記第二の部品は、前記第三の部品よりも前側に設けられたものであり、
　前記第一の部品は、切欠き部（例えば、切欠き部７１４、切欠き部１７１４、切欠き部
２７１４、切欠き部３７１４、切欠き部８０１ａ）が設けられたものであり、
　前記切欠き部は、前記第二の部品の少なくとも一部を第一の方向（例えば、遊技者側）
から少なくとも視認しやすいものである、
ことを特徴とする遊技台、とする場合があり、
　この場合、
　切欠き部を有する部品に特徴を持った遊技台を提供することができる場合がある。
【０３６２】



(48) JP 6014933 B2 2016.10.26

10

20

30

40

50

　また、本発明は、前記切欠き部は前記工具を少なくとも挿入可能なものに限られるもの
ではなく、前記切欠き部は前記工具やそのほかの治具などの器具や部品を少なくとも挿入
可能である場合がある。また、工具としては、ネジ孔へのネジの脱着を行うドライバに限
られるものではなく、前記孔若しくは前記孔の近傍に対する操作を行うペンチやスパナや
ピンセットなどの工具である場合がある。また、前記切欠き部に少なくとも挿入可能であ
れば工具でなくてもよい。
【０３６３】
　　＜付記５＞
　なお、以上説明した本発明は、
　１．（図３０参照）
　球通路（例えば、壁部５７０８と壁部５７０９と基部５７０２ａと向かい合う位置にあ
る基部と基部５７０２ａで形成される球通路、壁部５７１０と壁部５７１１と基部５７０
２ａと向かい合う位置にある基部と基部５７０２ａで形成される球通路）を構成するユニ
ット（例えば、球通路ユニット５７００）と、
　遊技盤（例えば、遊技盤２００）と、
を備えた遊技台であって、
　前記ユニットは、第一の壁（例えば、基部５７０２ａ）を含んで構成されるユニットで
あり、
　前記ユニットは、第二の壁（例えば、基部５７０２ａと向かい合う位置にある基部）を
含んで構成されるユニットであり、
　前記ユニットは、検出手段（例えば、センサ固定部５７０２ｂに固定されるセンサユニ
ット２２８ａ）を含んで構成されるユニットであり、
　前記第一の壁は、前記第二の壁よりも後ろに設けられた壁であり、
　前記第一の壁および前記第二の壁のうちの少なくとも一方の壁は、減速手段（例えば、
凸部５７２３、凸部５７２４、基部５７０２ａと向かい合う位置にある基部に設けた凸部
）が設けられた壁であり、
　前記第一の壁および前記第二の壁のうちの他方の壁に接触した遊技球が、前記一方の壁
に接触可能に構成されており、
　前記球通路の入口（例えば、開口部５７００ａ）から進入した遊技球が、該球通路の第
一の出口（例えば、センサ固定部５７０２ｂの上の出口、センサ固定部５７０２ｂに固定
されるセンサユニット２２８ａに向けて開口した出口、「壁部５７０８と、壁部５７０９
と、基部５７０２ａと、基部５７０２ａと向かい合う一にある基部」から構成される球通
路の下の開口）へ案内される場合があり、
　前記入口から進入した遊技球が、前記球通路の第二の出口（例えば、開口部５７００ｄ
）へ案内される場合があり、
　前記検出手段は、前記第一の出口から出た遊技球を検出する手段であり、
　前記第二の出口は、前記第一の出口よりも下流にある出口である、
ことを特徴とする遊技台、とした。
　また本発明は、
　２．
　１．に記載の遊技台であって、
　前記減速手段とは、一または複数の凸により構成された手段である、
ことを特徴とする遊技台、とした。
　また本発明は、
　３．
　１．または２．に記載の遊技台であって、
　前記一方の壁とは、前記第一の壁のことであり、
　前記第一の壁における第一の面（例えば、第一の壁部の第二の壁部側の面）は、前記減
速手段が少なくとも設けられた面である、
ことを特徴とする遊技台、とした。
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　また本発明は、
　４．
　３．に記載の遊技台であって、
　前記減速手段とは、第一の減速手段のことであり、
　前記第二の壁における第二の面（例えば、第二の壁部の第一の壁部側の面）は、前記第
一の面の少なくとも一部と向かい合う位置の面であり、
　前記第二の面は、第二の減速手段が少なくとも設けられた面である、
ことを特徴とする遊技台、とした。
　また本発明は、
　５．
　４．に記載の遊技台であって、
　前記第二の減速手段とは、一または複数の凸により構成された手段である、
ことを特徴とする遊技台、とした。
　また本発明は、
　６．
　１．乃至５．のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記ユニットは、前記遊技盤の前側に設けられたユニットである、
ことを特徴とする遊技台、とした。
　また本発明は、
　７．（段落［０２８７］参照）
　１．乃至６．のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記ユニットは、アタッカー（例えば、可変入賞口２３４）を含んで構成されたユニッ
トであり、
　前記検出手段は、前記アタッカーの内部へ進入した遊技球を検出する手段である、
ことを特徴とする遊技台、とした。
　また本発明は、
　８．（段落［０２８７］参照）
　１．乃至６．のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記ユニットは、電チュー（例えば、第２特図始動口２３２）を含んで構成されたユニ
ットであり、
　前記検出手段は、前記電チューの内部へ進入した遊技球を検出する手段である、
ことを特徴とする遊技台、とした。
　また本発明は、
　９．（図４参照）
　１．乃至８．のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記ユニットは、複数の部品から構成されたユニットであり、
　前記複数の部品のうちの一つは、第一の部品（例えば、ベース５７０２と対向する部品
）であり、
　前記複数の部品のうちの一つは、第二の部品（例えば、ベース５７０２）であり、
　前記第一の部品は、前記第一の壁を含んで構成される部品であり、
　前記第二の部品は、前記第二の壁を含んで構成される部品である、
ことを特徴とする遊技台、とした。
　また本発明は、
　１０．（図２０参照、遊技球はリブ２７２８に誘導されて開口部２７００ｂ側に進行す
ることで、一方の出口に案内される）
　１．乃至９．のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記入口から進入した遊技球が、前記第一の出口および前記第二の出口のうちの一方の
出口へ案内されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台、とした。
　　＜付記６＞
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　なお、以上説明した本発明は、
　１．
　遊技盤（例えば、遊技盤２００）を備えた遊技台であって、
　前記遊技盤は、遊技領域（例えば、遊技領域１２４）が設けられたものであり、
　前記遊技盤に設けられたユニット（以下、「盤ユニット」という。）（例えば、球通路
ユニット５７００）に球通路（例えば、壁部５７０８と壁部５７０９と基部５７０２ａと
向かい合う位置にある基部と基部５７０２ａで形成される球通路、壁部５７１０と壁部５
７１１と基部５７０２ａと向かい合う位置にある基部と基部５７０２ａで形成される球通
路）が設けられており、
　前記球通路は、前記遊技領域を流下する遊技球が通過可能に構成された通路であり、
　前記盤ユニットが複数の部品によって構成されており、
　前記複数の部品の一つは、検出手段（例えば、センサ固定部５７０２ｂに固定されるセ
ンサユニット２２８ａ）であり、
　前記球通路は、前記検出手段よりも上流に設けられた球通路（例えば、壁部５７０８と
壁部５７０９と基部５７０２ａと向かい合う位置にある基部と基部５７０２ａで形成され
る球通路）であり、
　前記球通路は、第一の開口（例えば、開口部５７００ａ）が設けられた通路であり、
　前記球通路は、第二の開口（例えば、壁部５７０８と壁部５７０９と基部５７０２ａと
向かい合う位置にある基部と基部５７０２ａで形成される球通路の下でセンサ固定部５７
０２ｂの上の開口）が設けられた通路であり、
　前記球通路は、第三の開口（例えば、開口部５７００ｄ）が設けられた通路であり、
　前記検出手段によって、前記第二の開口を出た遊技球が検出されるように構成されてお
り、
　前記第三の開口が前記第二の開口よりも下流にあるように構成されており、
　前記第一の開口から前記球通路へ進入した遊技球が、前記第二の開口および前記第三の
開口のうちの一方の開口から出るように構成されており、
　前記一方の開口から出た遊技球が、前記第二の開口および前記第三の開口のうちの他方
の開口へ進入しないように構成されており、
　前記球通路における第一の面（例えば、基部５７０２ａの面のうち基部５７０２ａと向
かい合う位置にある基部と対向する面）と該球通路における第二の面（例えば、基部５７
０２ａと向かい合う位置にある基部の面のうち基部５７０２ａと対向する面）が向かい合
うように構成されており、
　前記第一の面は、前記第二の面の方向に突出する凸部（例えば、凸部５７２３、凸部５
７２４）が設けられた面であり、
　前記第一の面および前記第二の面のうちの一方の面（例えば、基部５７０２ａと向かい
合う位置にある基部の面のうち基部５７０２ａと対向する面）は、前後方向の前方に設け
られた面であり、
　前記第一の面および前記第二の面のうちの他方の面（例えば、基部５７０２ａの面のう
ち基部５７０２ａと向かい合う位置にある基部と対向する面）は、前後方向の後方に設け
られた面であり、
　前記一方の面を介して、前記球通路の内部が遊技者から視認可能に構成されており、
　前記球通路に進入した遊技球が前記凸部に接触することにより、遊技球が減速するよう
に構成されており、
　前記第一の面から前記凸部における前記第二の面に近い部位までの長さが遊技球の直径
よりも短い、
ことを特徴とする遊技台、としたので、
・球通路に特徴を持った遊技台を提供することができる。
　また本発明は、
　２．
　１．に記載の遊技台であって、
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　前記凸部とは、第一の凸部（例えば、凸部７２３、凸部７２４、凸部７２６、凸部７２
７、リブ７２８）のことであり、
　前記第二の面（例えば、基部７０１ａの面のうち基部７０２ａと対向する面）は、前記
第一の面の方向に突出する第二の凸部（例えば、凸部７１５、凸部７１６、凸部７１７、
凸部７１８、凸部７１９、リブ７２０、リブ７２１、リブ７２２）が設けられた面であり
、
　前記第一の凸部および前記第二の凸部のうちの一方の凸部が他方の凸部よりも下流にあ
るように構成される、
ことを特徴とする遊技台、とした。
　また本発明は、
　３．
　１．または２．に記載の遊技台であって、
　前記第一の開口から進入した遊技球が、前記第二の開口から出る前に前記凸部に接触す
る場合があるように構成され、
　前記第一の開口から進入した遊技球が、前記第三の開口から出る前に前記凸部に接触す
る場合があるように構成される、
ことを特徴とする遊技台、とした。
　また本発明は、
　４．
　１．乃至３．のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記複数の部品のうちの一つは、カバー（例えば、上ケース７０１）であり、
　前記複数の部品のうちの一つは、ベース（例えば、ベース７０２、ベース５７０２）で
あり、
　前記カバーが前記ベースに取付けられることで前記球通路が形成されるように構成され
る、
ことを特徴とする遊技台、とした。
　また本発明は、
　５．
　４．に記載の遊技台であって、
　前記カバーにおける前記ベースに近い面が前記一方の面であるように構成され、
　前記ベースにおける前記カバーに近い面が前記他方の面であるように構成される、
ことを特徴とする遊技台、とした。
　また本発明は、
　６．
　１．乃至５．のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の面は、前記第二の面の方向に突出する第三の凸部が設けられた面であり、
　前記第三の凸部が前記凸部よりも下流にあるよう構成されている、
ことを特徴とする遊技台、とした。
　また本発明は、
　７．
　１．乃至６．のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記盤ユニットは、アタッカー（例えば、可変入賞口２３４）を含んで構成されたユニ
ットであり、
　前記検出手段は、前記アタッカーへ進入した遊技球を検出する手段である、
ことを特徴とする遊技台、とした。
　また本発明は、
　８．
　１．乃至６．のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記盤ユニットは、電チュー（例えば、第２特図始動口２３２）を含んで構成されたユ
ニットであり、
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　前記検出手段は、前記電チューへ進入した遊技球を検出する手段である、
ことを特徴とする遊技台、とした。
　本発明の態様は、上述した個々の実施例に限定されるものではなく、個々の実施例の各
要素のいかなる組合せも本発明に含み、また、当業者が想到しうる種々の変形も含むもの
であり、本発明の効果も上述した内容に限定されない。すなわち、特許請求の範囲に規定
された内容およびその均等物から導き出される本発明の概念的な思想と趣旨を逸脱しない
範囲で種々の追加、変更および部分的削除が可能である。
【産業上の利用可能性】
【０３６４】
　本発明に係る遊技台は、ぱちんこ機などに代表される遊技台に適用することができる。
【符号の説明】
【０３６５】
　１００　ぱちんこ機
　１０２　外枠
　１０４　本体
　２００　遊技盤
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